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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和３年１１月５日（金） 午前１０時８分 開会 

               午後 ５時２分 散会 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三 好 義 治   副委員長 松 本 暁 彦   委  員 福 住 礼 子 

  委  員 藤 浦 雅 彦   委  員 安 藤  薫   委  員 塚 本  崇 

 

１．欠席委員 

  委  員 野 口  博 

 

１．説明のため出席した者 

  市長 森 山 一 正 

副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

  市長公室長兼同室次長 大 橋 徹 之 

総務部長 山 口  猛  同部理事 辰 巳 裕 志 

同部参事兼情報政策課長 槙 納  縁  同部参事兼工事検査室長 江 草 敏 浩 

総務課長 川 本 勝 也  防災危機管理課長 川 西 浩 司 

資産活用課長 溝 口 哲 也  財政課長 森 川  護 

市民税課長 妹 尾 紀 子  固定資産税課長 藤 原 英 昭 

納税課長 柳 瀨 哲 宏 

建設部長 武 井 義 孝 

同部参事兼建築課長 寺 田 満 夫  同部参事兼道路交通課長 永 田  享 

都市計画課長 杉 山  剛  水みどり課長 宮 城 陽 一 

道路管理課長 井 上 斉 之 

消防長 明 原  修 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  認定第１号 令和２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第５号 令和２年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件 

    



- 2 - 

 

（午前１０時８分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務建

設常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 ここのところ爽やかな秋空が続いてお

りますが、委員各位には何かとお忙しいと

ころ、本日は総務建設常任委員会をお持ち

いただき大変ありがとうございます。 

 本日は令和２年度の決算について、当委

員会所管分のご審査を賜ります。 

何とぞ慎重審査の上、ご認定いただきます

ようよろしくお願い申し上げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、福住委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時 ９分 休憩） 

（午前１０時１１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口総務部長。 

○山口総務部長 それでは、私のほうから

認定第１号令和２年度摂津市一般会計歳

入歳出決算のうち、防災危機管理課分を除

く総務部に係る部分につきまして、目を追

って主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

 まず、歳入でございますが、決算書２８

ページ。款１市税、項１市民税、目１個人

は、前年度に比べ４．８％、２億２，３０

８万８，９３０円の増加となっております。 

 目２法人は、前年度に比べマイナス２４．

３％、６億６，５１１万９，９５９円の減

少となっております。 

 項２固定資産税、目１固定資産税は、前

年度に比べ１．８％、１億５，５９９万８，

３７７円の増加となっております。 

 目２国有資産等所在市町村交付金及び

納付金は、前年度に比べ０．２％、１３万

４，３００円の増加となっております。 

 項３軽自動車税、目１環境性能割は、前

年度に比べ２４０．１％、６４９万８，８

００円の増加となっております。 

 目２種別割は、前年度に比べ２．９％、

３６５万９，３４０円の増加となっており

ます。 

 項４市、目１市たばこ税は、前年度と比

べマイナス２．９％、２，０８７万９，９

１３円の減少となっております。 

 項５都市計画税、目１都市計画税は、前

年度に比べ０．１％、１２５万６，７６６

円の増加となっております。 

 款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税、

目１地方揮発油譲与税は、前年度に比べマ

イナス１．８％、６４万７，０００円の減

少となっております。 

 続きまして、３０ページ。 

項２自動車重量譲与税、目１自動車重量

譲与税は、前年度に比べマイナス０．８％、

８１万１，０００円の減少となっておりま

す。 

 項３森林環境譲与税、目１森林環境譲与

税は、前年度に比べ１１２．５％、３６１

万円の増加となっております。 

 款３利子割交付金、項１利子割交付金、

目１利子割交付金は、前年度に比べマイナ
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ス２．６％、４２万３，０００円の減少と

なっております。 

 款４配当割交付金、項１配当割交付、目

１配当割交付金は、前年度に比べマイナス

１０．５％、７９７万８，０００円の減少

となっております。 

 款５株式等譲渡所得割交付金、項１株式

等譲渡割所得割交付金、目１株式等譲渡所

得割交付金は、前年度に比べ７６．３％、

３，３４７万円の増加となっております。 

 款６法人事業税交付金、項１法人事業税

交付金、目１法人事業税交付金は、税制改

正による法人市民税法人税割の減収分の

補てん措置として法人事業税の一部が交

付されるもので、前年度に比べ皆増の２億

３５９万５，０００円となっております。 

 款７地方消費税交付金、項１地方消費税

交付金、目１地方消費税交付金は、前年度

に比べ２０．８％、３億２，７９０万６，

０００円の増加となっております。 

 款８ゴルフ場利用税交付金、項１ゴルフ

場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税交付

金は、前年度に比べ４．９％、９万４，５

４４円の増加となっております。 

 款９環境性能割交付金、項１環境性能割

交付金、目１環境性能割交付金は、前年に

比べ９７．４％、１，２３９万５，０００

円の増加となっております。 

 款１０地方特例交付金、項１地方特例交

付金、目１地方特例交付金は、前年度に比

べ１３．４％、１，３７２万４，０００円

の増加となっております。 

 続きまして、３２ページ。 

 款１１地方交付税、項１地方交付税、目

１地方交付税は、前年度に比べマイナス２

６．６％、１億１，６９６万６，０００円

の減少となっております。これは普通交付

税が前年度に比べ１億６０６万２，０００

円の減少、特別交付税が前年度に比べ１，

０９０万４，０００円の減少となったこと

によるものでございます。 

 款１２交通安全対策特別交付金、項１交

通安全対策特別交付金、目１交通安全対策

特別交付金は、前年度に比べ１２．３％、

１５３万９，０００円の増加となっており

ます。 

款１４使用料及び手数料、項１使用料、目

１総務使用料は、庁舎施設等使用料でござ

います。 

 続きまして、３４ページ。 

 目５土木使用料は市営住宅使用料及び

市営住宅用地使用料でございます。 

 続きまして、３６ページ。 

 項２手数料、目１総務手数料は、税務諸

証明手数料及び税務督促手数料でござい

ます。 

 続きまして、３８ページ。 

 目４土木手数料は、公共用地境界明示手

数料でございます。 

 続きまして、４０ページ。 

 款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目

１総務費国庫補助金は、番号制度システム

整備費補助金及び新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金でございま

す。 

 続きまして、４４ページ。 

 項３委託金、目１総務費委託金は、基幹

統計調査委託金及び統計調査員確保対策

事業委託金でございます。 

 続きまして、４８ページ。 

 款１６府支出金、項２府補助金、目１総

務費補助金は、大阪府市町村振興補助金で

ございます。 

 続きまして、５２ページ。 

 項３委託金、目１総務費委託金は、府税

徴収事務委託金でございます。 
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 続きまして、５４ページ。 

 款１７財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入は、土地貸付収入でござい

ます。 

 目２利子及び配当金は、各種基金利子収

入でございます。 

 項２財産売払収入、目１不動産売払収入

は、市有地売却収入でございます。 

 目２物品売払収入は、公用車及び船外機

の売払収入でございます。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金

は、一般寄附金でございます。 

 款１９繰入金、項１特別会計繰入金、目

１財産区財産特別会計繰入金は、土地貸付

収入の一部を一般会計に繰り入れたもの

でございます。 

 続きまして、５６ページ。 

 款２０諸収入、項１延滞金、加算金及び

過料、目１延滞金は、市税延滞金でござい

ます。 

 続きまして、５８ページ。 

 項４雑入、目２雑入のうち、主なものは

市町村振興協会交付金や上下水道事業会

計からの収入などでございます。 

 続きまして、６６ページ。 

 款２１市債、項１市債、目１総務債は、

新味舌体育館建設事業債及び温水プール

改修事業債でございます。 

 目２民生債は、民間保育所施設整備補助

事業債、目３衛生債は、葬儀会館駐車場整

備事業債、ごみ収集車両整備事業債、廃棄

物広域処理推進事業債及び借換債でござ

います。 

 目４土木債は、橋梁長寿命化修繕事業債、

千里丘三島線道路改良事業債、未就学児移

動経路対策事業債、排水路ポンプ場施設整

備事業債、モノレール駅ホーム柵設置補助

事業債及び阪急連続立体交差事業債でご

ざいます。 

 続きまして、６８ページ。 

 目５消防債は、消防本部車両整備事業債

及び第二分団屯所建設事業債でございま

す。 

 目６教育債は、小・中学校トイレ改修事

業債、小・中学校情報通信ネットワーク環

境整備事業債、小学校屋内運動場改修事業

債、安威川公民館外壁等改修事業債及び借

換債でございます。 

 目７減収補てん債は、地方消費税交付金

等が普通交付税で算定される基準財政収

入額を下回るために発行したもの及び借

換債でございます。 

 目８臨時財政対策債は、普通交付税の算

定結果に基づき発行したものでございま

す。 

 款２２繰越金、項１繰越金、目１繰越金

は３億６，１４２万４，８７４円で、その

内訳は繰越事業充当財源が１億６，３５９

万２，２００円、令和元年度決算剰余金が

１億９，７８３万２，６７４円となってお

ります。 

 款２３自動車取得税交付金、項１自動取

得税交付金、目１自動車取得税交付金は、

令和元年９月末で自動車取得税が廃止さ

れ、令和２年度においては滞納繰越分とし

て徴収された自動車取得税が交付されて

いるものでございます。 

 続きまして、歳出についてでございます

けれども、７４ページからの款２総務費、

項１総務管理費、目１一般管理費の主なも

のといたしまして、節１報酬は財政課の事

業者登録に係る会計年度任用職員報酬で

ございます。 

 続きまして、７６ページ。 

 節１０需用費は、庁内印刷にかかる消耗

品費などでございます。 
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 続きまして、７８ページ。 

 節１２委託料は、法規事務に係る市例規

集委託料などでございます。 

 節１３使用料及び賃借料につきまして

も、法規事務に係るデータアクセス料など

でございます。 

 続きまして、８０ページ。 

 節２７繰出金は、水道事業会計及び下水

道事業会計の繰出金でございます。 

 目２文書広報費は、郵送事務に係る通信

運搬費などでございます。 

 続きまして、８２ページ。 

 目４財産管理費は、ＥＳＣＯサービス料

などでございます。 

 続きまして、８６ページ。 

 目９電子計算費は、住民情報システム保

守委託料などでございます。 

 続きまして、９４ページ。 

 目１７諸費は、地区集会所に係る補修費

補助金でございます。 

 続きまして、９６ページ。 

 目１８財政調整基金費、目１９公共施設

整備基金費及び目２０減債基金費の各基

金費は、剰余金及び利子等をそれぞれの基

金に積み立てたものでございます。 

 項２徴税費、目１税務総務費及び１００

ページの目２賦課徴収費は、税務事務に係

る経費でございます。 

 続きまして、１０６ページ。 

 項５統計調査費、目１統計調査総務費及

び１０８ページ、目２基幹統計調査費は、

統計調査事務に係る経費でございます。 

 次に、１７４ページ。 

 款７土木費、項５住宅費、目１住宅管理

費は、市営住宅管理に係る経費でございま

す。 

 続きまして、２１６ページでございます

が、款１０公債費、項１公債費、目１元金

は、地方債の元金償還費で、前年度に比べ

１４．８％、２億９，１９８万９，４３８

円の増加となっております。 

 目２利子は、地方債の利子償還金で、前

年度に比べマイナス１４．８％、１，８６

３万９，８１２円の減少となっております。 

 款１１予備費、項１予備費、目１予備費

は２，５３６万１１８円で、国から市への

職員派遣決定に伴う住宅借上料等に２８

万６，８００円、正雀市民ルーム及び市民

ルームフォルテの施設利用休止に伴う利

用料等負担金に８５万３，９７０円、文化

ホールの施設利用休止に伴う過年度還付

金に３６万６９８０円、コミュニティプラ

ザの施設利用休止に伴う過年度還付金に

７３万６，７５１円、不当利得返還請求に

係る訴訟等関係費用に９０万５，５９０円、

温水プール及び味生体育館の施設利用休

止に伴うに受講料等負担金に１，０３２万

４，９１６円、青少年運動広場等の施設利

用休止に伴う過年度還付金に６９万１，０

０８円、生活困窮者支援の住宅住居確保給

付金に２３４万５，８００円、境界確定等

請求に係る訴訟等関係費用に５８万円、公

務災害事案による消防賞じゅつ金に１１

０万円、大規模火災事案による食料費２万

８，５１９円、消防団の退職者増加による

退職報償金に１３６万４，８４０円、小・

中学校における宿泊行事の中止及び延期

に伴う負担金に５０万８，１００円、小・

中学校における新型コロナウイルス感染

症感染拡大防止のための消耗品にそれぞ

れ１３７万２，２７２円、学童保育におけ

る新型コロナウイルス感染拡大防止のた

めの医療医薬材料費に約１８６万４，５０

０円、備品購入費に６５万７，８００円を

それぞれ充当といたしております。 

 以上、防災危機管理課分を除く総務部の
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所管いたします決算内容の補足説明とさ

せていただきます。 

○三好義治委員長 辰巳総務部理事。 

○辰巳総務部理事 それでは、令和２年度

摂津市一般会計歳入歳出決算の補足説明

につきまして、総務部のうち防災危機管理

課に係るその主なものをご説明いたしま

す。 

 まず、歳入についてでございますが、決

算書５４ページ。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金

にあります防災危機管理課の指定寄附金

につきましては、新型コロナウイルス感染

症対策に係る寄附金でございます。 

 次に、５６ページ。 

 款２０諸収入、項３貸付金元利収入、目

３家屋被害復旧資金貸付金元金収入は、平

成１１年６月２９日の大雨に伴う家屋被

害復旧資金貸付に係る償還金でございま

す。 

 次に、５８ページ。 

 項４雑入、目２雑入にあります南摂津防

犯ステーション管理業務費用負担金は、南

摂津防犯ステーションの一部を使用して

おります摂津防犯協会、摂津職域防犯協会

に使用面積に応じて管理費用を負担して

いただくものでございます。 

 続きまして、歳出についてでございます

が、８８ページ。 

 款２総務費、項１総務管理費、目１０防

犯対策費は、防犯灯及び防犯カメラの整備

等、防犯対策に係る経費などでございます。 

 次に、１８２ページ。 

 款８消防費、項１消防費、目４災害対策

費は、防災資機材及び備蓄用品の整備や情

報収集伝達体制の整備等、防災対策に係る

経費などでございます。 

 以上、総務部防災危機管理課の所管いた

します決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○三好義治委員長 武井建設部長。 

○武井建設部長 それでは、認定第１号令

和２年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち、建設部が所管しております事項につ

きまして目を追って主なものについて補

足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 決算書の３４ページ。 

 款１４使用料及び手数料、項１使用量の

目４農林水産業使用料は、法定外水路占用

料でございます。 

 目５土木使用料は、道路占用料、公園占

用料、駐車場用地使用料でございます。 

 次に、３６ページ。 

 項２手数料、目１総務手数料のうち道路

管理課の諸証明手数料でございます。 

 次に、３８ページ。 

 目３農林水産業手数料は、水路敷地境界

明示手数料及び水路敷地謄本交付手数料

でございます。 

 同じく、目４土木手数料は、道路敷地境

界等明示手数料や開発許可等手数料など

でございます。 

 次に、４２ページ。 

 款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目

４土木費国庫補助金のうち、都市再生地籍

調査委託補助金や交通安全対策、耐震改修

補助金などの社会資本整備総合交付金で

ございます。 

 次に、５０ページ。 

 款１６府支出金、項２府補助金、目６土

木費府補助金は、耐震改修補助金や都市再

生地籍調査委託補助金及び、５２ページ、

権限移譲交付金などでございます。 

 同じく、項３委託金、目２土木費委託金

のうち、河川環境整備工事委託金などでご
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ざいます。 

 次に、５４ページ。 

 款１７財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入は、道路交通課の土地貸付

収入でございます。 

 次に、５６ページ。 

 款１９繰入金、項２基金繰入金、目５緑

化基金繰入金は、緑化推進事業への緑化基

金繰入金でございます。 

 次に、６２ページ。 

 款２０諸収入、項４雑入、目２雑入のう

ち、都市計画課の都市再生機構負担金、建

築課の建築確認申請者負担金、道路交通課

の自転車自動車駐車場指定管理者納付金

などでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１５

４ページ。 

 款５農林水産業費、項１農業費、目４農

業水路費は、水路台帳作成業務委託料や、

１５６ページ、神安土地改良区負担金など

でございます。 

 次に、１６０ページ。 

 款７土木費、項１土木管理費、目１土木

総務費のうち、土木維持作業業務委託料な

どでございます。 

 １６２ページ。 

 目２交通対策費は、指定管理者への駐車

場管理委託料、公共施設巡回バス運行管理

業務委託料などでございます。 

 また、項２道路橋梁費、目１道路橋梁総

務費は、１６４ページの千里丘駅前広場や

モノレール駅前広場の管理委託料などで

ございます。 

 目２道路維持費は、道路維持に係る修繕

料や道路維持工事などでございます。 

 次に、１６６ページ。 

 目３交通安全対策費は、交通安全対策工

事や千里丘三島線東側道路改良事業に係

る土地購入費及び移転補償費などでござ

います。 

 同じく、項３水路費、目１排水路費は、

１６８ページ、ポンプ場施設等維持管理業

務委託料や番田水門内水対策負担金など

でございます。 

 また、項４都市計画費、目１都市計画総

務費は、１７０ページ、多世代同居・近居

支援補助金、ホーム柵設置補助金などでご

ざいます。 

 同じく、目２街路事業費のうち都市計画

課の都市景観事業に係る報奨金でござい

ます。 

 １７２ページ、目３緑化推進費は、摂津

市緑化推進連絡会補助金などでございま

す。 

 目４公園管理費は、公園維持に係る修繕

料や、１７４ページの公園管理委託料など

でございます。 

 次に、１８２ページ。 

 款８消防費、項１消防費、目３水防費は、

淀川右岸水防事務組合負担金などでござ

います。 

 以上、建設部の所管いたします決算内容

の補足説明とさせていただきます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 暫時休憩します 

（午前１０時４０分 休憩） 

（午前１０時４８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

それでは、質問を受けます。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 ご説明ありがとうござい

ます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。

まずは、決算書の２８ページ、２９ページ

になります。 
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 まず１点目、市たばこ税に関してですけ

ども、約７億１，０００万円の歳入がござ

いました。ただし、これがマイナス２．９％

と先ほど総務部長からもご説明があった

かと思います。 

これに対して用途っていうのは大体一

般財源ですのでいろんなところに振り分

けられるものだと認識しておりますが、ど

んどん減っていくんじゃないかなという

点を懸念しています。今後の見通しについ

て、１回目にお聞きします。 

 それから二つ目です。 

 同じく２８、２９ページのところで、市

税の不納欠損額３，２００万円でございま

す。この主な理由を教えていただきたいと

思います。件数に関しては事務報告書に上

がっているんですが、不納欠損に至った主

な理由を知りたいということでお願い申

し上げます。 

 続きまして、三つ目です。 

 今度は決算概要のほうに移らせていた

だきまして、決算概要４６ページですね。

庁内印刷事業のうちの消耗品費、約２４０

万円のその主な内容について、お伺いいた

します。 

 続きまして、４８ページ。 

 行政不服審査事務事業、執行率がゼロ％

ってことですけども、これは不服審査に対

する訴えがなかったという認識でよろし

いかお聞きします。 

 続きまして、５０ページ。 

 総務課の通信運搬費です。通信運搬費の

約３，４００万円に対して文書郵送という

ことで、郵便局だけではなく、例えば佐川

急便などと提携する手法などがあるかと

思いますが、削減の取り組みをどうされて

るのかというところでお伺いいたします。 

 続いて、５０ページ。 

 市立集会所修繕料５９９万４，０９５円。

こちら何件分の修繕料でしょうかという

ところでお願いいたします。私は千里丘東

２丁目に住んでおりますけども、今後にお

いて集会所が減っていく見通しがあるの

か気にしておりますが、修繕料として何件

分が上がっているのかお伺いします。 

 続きまして、５２ページです。 

 庁舎管理事業の中の印刷製本費５万４，

３４０円。この内訳を教えていただきたい

と思います。 

 ８番目が、光熱費３，１００万円。これ

に対してＥＳＣＯ事業と関連してどのよ

うな効果検証がされているのかというこ

とについてお伺いします。 

 続きまして、その二つ下。通信運搬費１，

４０１万２，６５９円、これが残額ゼロと

いうことで執行率１００パーセントなん

ですけども、この残額ゼロということは予

算としては全部を使い切って、多分どこか

から流用をしたのかなと思いますけど、こ

の取り組みについてお伺いします。 

 続きまして、特殊建築物定期調査委託料

３５万６，４００円です。まず、特殊建築

物とは何のことを指しているのかお教え

ください。 

 １１番目、次世代自動車専用充電設備保

守管理業務委託料。これは何台分のことな

のかということでお伺いします。 

 続きまして、車両管理事業。全体的に執

行率が低いわけですけども、この執行率に

ついてお伺いします。 

 続きまして、５４ページ。 

 情報政策課の情報化推進事業です。１億

８，３００万円が予算化されていたわけで

すけども、今後デジタル行政推進に関連し

て、予算としてはふえていくのかどうかっ

ていうことで見通しをお教えください。こ
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れが１４番目です。 

 続きまして、５６ページになります。 

 ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業の中の防

犯灯設置工事、これは何件分なのかという

ことでお伺いします。 

 続いて、犯罪被害者等支援事業の中の日

常生活支援委託料と賃貸住宅家賃等補助

金について、執行がゼロですけども、その

理由についてお伺いします。 

 続きまして、防犯カメラ設置事業の防犯

カメラリース料なんですけども、全体で何

台分としてのリース料を支払っているの

かお教えください。 

 続きまして、６６ページに飛びます。 

 市民税課の課税事務事業について、市税

業務委託料が約２，２００万円執行されて

ますけども、業務委託に至った過程と選定

方法をお教えください。 

 それから、収納事務事業の中のコンビニ

収納代行業務委託料、約３９０万円執行さ

れてますけども、この内容についてお伺い

します。 

 それから、固定資産税課の地図情報修正

業務委託料が約６００万円執行されてま

すけども、これ委託の方法、選定方法、過

程をお教えください。 

 それから、同じく課税事務事業の中の償

却資産データパンチ委託料についてです。

執行額がゼロになってますけども、内容と

してこの予算化が必要だったのかどうか

っていうことでお教えください。 

 続いて、６６ページのうちの納税事務事

業、電話催告等業務委託料４４９万円、そ

の必要性についてお伺いしたいと思って

います。 

 続きまして、７２ページ。 

 基幹統計調査事業の中の統計調査委員

報酬についてです。まずは人数と、どのく

らいの期間にわたっての報酬なのかをお

伺いしたいと思います。 

 それから、１１２ページ。 

 農業水路管理事業についてです。その中

で報償金がありますけども、同じように農

業水路ポンプ場管理事業についても報償

金というものがございます。その概要と何

名分なのかなというところで、あとは単価

の根拠についてお教えください。 

 続いて、水路台帳作成業務委託料２，４

３０万円ですが、この内容と選定方法につ

いてお教えください。 

 続いて、水路清掃負担金７３万２，００

０円。これはどこに支払ってるものかとい

うのをお教えください。 

 続いて、一番下に行きます。一番下の神

安土地改良区負担金２，０１８万円につい

てです。こちらの内容についてお教えくだ

さい。 

 続きまして、１１８ページです。 

 土木維持作業事業の中で、土木維持作業

業務委託料７，７００万円。その契約相手

と選定方法についてお教えください。 

 続いて、地理情報システム整備事業、地

図情報システム保守点検委託料１２５万

４，０００円なんですけども、これは備考

のところに道路台帳の電子化と書かれて

いるんですが、この保守点検委託料をずっ

と払い続ける必要があるのかをお伺いし

たいと思います。 

 続きまして、道路交通課の交通安全推進

事業の交通安全対策工事ですね。先般も一

般質問で安全・安心な歩道、歩行者空間に

ついて質問させていただいたんですけど

も、予算２００万円に対して１３５万円と

いうことで執行率が少し低いので、その効

率の低さについてお伺いしたいです。 

 続きまして、１２０ページ。 
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 放置自転車等対策事業、放置自転車等対

策指導委託料約１，５００万円。これに関

してなんですが、適切に執行されているか

どうかというところです。なぜこれを聞く

かと言うと、市内のとあるところで対策指

導員と思われる方が、恐らく業務中かと思

われる時間帯にハトに餌をやっている場

面を目撃しまして、これが本当にちゃんと

適切に執行されているのかどうかという

ことでお伺いしたいと思います。 

 続いて、道路反射鏡点検保守事業の中の

道路反射鏡点検保守委託料ですね。なぜこ

れを聞くかというと、私道との接合部分で

あったり、市道と、あと狭隘道路。こうい

ったところに関しては、電柱にミラーをご

自身でお付けになられてるものが見受け

られます。多分不法行為なんでしょうけど

も、必要性があって付けておられるという

ところを見かけることがあるので、その基

本的な概念として設置方法をどうしてい

るのかお教えください。 

 続いて、市内循環バス運行補助事業１，

２００万円についてですが、このルートと

利用人数についてお教えください。 

 それから、道路管理課に移りまして、道

路管理事業のうちの訴訟等委託料５８万

円、この中身について教えてください。 

 続きまして、１２２ページです。 

 駅前広場管理事業ですね。これがＪＲ千

里丘駅前、モノレール駅前、阪急摂津市駅

前広場、合わせて約３，９００万円あるわ

けですけども、その委託先と人数について

お伺いします。 

 それから、道路管理課に移って、橋梁長

寿命化修繕事業のタブレットレンタル料

３１万円について、何台分のレンタル料な

のかというところと、その必要性について

お伺いします。 

 続いて、１２４ページに移りまして、一

番上の街路灯修繕事業について、現在の街

路灯の数について教えてください。 

 それから、道路交通課、千里丘三島線東

側道路改良事業。執行率が８７．２％なん

ですが、備考のとこに残額２，８８１万１，

０４７円のうち翌年度繰越額１，９５５万

円の理由をお教えください。 

 続いて、交通バリアフリー整備事業につ

いてです。これも本会議で一般質問させて

いただいたんですが、この今内容と来年の

見込みについて教えください。 

 それから、自転車通行空間整備事業です

ね。執行率が１８．２％で、非常に低いわ

けですけども、これについてその内容と執

行率の低さについてご説明いただきたい

と思います。 

 続いて、未就学児移動経路対策事業です。

こちらはたしか藤浦委員のほうから昨年

度も質問があったかと記憶しております

けども、その工事内容についてお教えくだ

さい。 

 続きまして、水みどり課の排水路ポンプ

場管理事業、ＰＣＢ廃棄処分委託料です。

３１万２，４００円の中身についてお教え

ください。 

 続いて、１２６ページです。 

 水路しゅんせつ事業の水路しゅんせつ

委託料です。これに関してどこの水路のし

ゅんせつなのかお伺いします。 

 それから、残土等受入処分委託事業のう

ち、残土等受入処分委託料１４３万円、何

トン分の残土として処分委託されたのか

お伺いします。 

 続きまして、都市計画課に移りまして、

モノレール駅可動式ホーム柵設置事業で

す。モノレール南摂津駅にホーム柵がつい

てるのは現地で確認させていただいたん
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ですが、モノレール摂津駅がまだとなって

おります。モノレール摂津駅はいつ頃にな

るのかなということでお伺いしたいと思

います。 

 それから、建築課の特定空家対策事務事

業の中、空家所有者等調査委託料４万９，

５００円執行されてますけども、この理由

についてお教えてください。 

 続きまして、１２８ページ。 

 多世代同居・近居支援事業のうち、多世

代同居・近居支援補助金について、約１，

０００万円執行されてますが、何世帯分と

して執行されているのかお伺いします。 

 続きまして、都市計画課の都市景観事業

についてです。このうちの報償金１０万５，

０００円。これは何に対する報償金なのか

ということでご答弁をお願いします。 

 続いて、１３０ページ。 

 花とみどりの相談所運営事業のうちの

医薬材料費です。医薬材費とは一体何のこ

とかご説明をお願いします。 

 続いて、水みどり課の公園維持管理事業

の公園管理委託料について、約１億２００

万円の内容と根拠についてお教えくださ

い。 

 同じく、その中の公園等日常点検業務委

託料について、約１，０００万円執行され

ていますが、公園管理以外に日常点検をど

のような形でされてるのかということに

ついてお伺いします。 

 それから、砂、樹木等として２０８万円

執行されていますが、２０８万円のうち砂

の占める割合と木は何本分なのかという

ところで、まずお伺いします。 

 次に、公園遊具補修事業の１，０４７万

円です。昨年もご質問させていただいたと

思いますけど、たしかＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとい

う形で判定して補修されてると聞いてま

す。令和２年度は何件分を補修したのか、

そのことについてお伺いいたします。 

 次に、１３８ページですね。 

 防災危機管理課の中の自主防災組織支

援事業が執行率ゼロ％となっております

が、この理由についてまずお伺いします。 

 続いて、防災対策事業のうちの避難行動

等検討業務委託料２９３万５，０００円。

この業務委託料の経緯と中身についてお

伺いします。 

 それから、防災士取得費用助成金の１８

２万円について、何名分なのかをお伺いし

ます。 

 続いて、東北地方太平洋沖地震支援事業

についてです。内容についてお伺いしたい

と思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

係ります塚本委員のご質問にご答弁申し

上げます。 

 まず、決算書の２８ページ。市たばこ税

の今後の見通しについてというお問いで

ございました。 

 委員がご指摘のとおり、健康志向に伴う

消費者のたばこ離れということで、年々消

費本数は減ってきているという状況はご

ざいます。平成３０年度の税制改正で製造

たばこの税率の引き上げが段階的に行わ

れるということで、令和３年１０月までと

なっておりました影響で今まで消費本数

は減っておりますけれども税収のほうは

それほど下がってきてないという状況が

ございました。しかし、今後税率の引き上

げということもなくなりますが、消費本数

というのは減っていく傾向にあるかと思

いますので、市たばこ税収入は減っていく
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ことになろうと予想しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 今の関係でね、市たば

こ税は一般財源ですけど使い道はどうな

っていますかという質問に対しての答弁

はどうですか。関連して質問しとったと思

いますけど。たばこ税の収入見込みは今後

どうですかいう質問と、たばこ税というの

は一般財源ですけど、主にどういったもの

に使われてますかという質問もありまし

たが、どうですか。 

財政課長。 

○森川財政課長 たばこ税は一般財源で

あり、特定財源ではございませんので、特

に使用の部分が決められた内容ではあり

ません。広く使わせていただいております。 

○三好義治委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬納税課長 それでは、２点目。決算

書２８ページの不納欠損が発生する理由

につきましてご答弁させていただきます。 

 不納欠損が発生する主な理由といたし

ましては、まず財産調査等によって差し押

さえ等の滞納処分をする財産がないと判

明、または滞納処分をすることで生活が著

しく困難になる場合など、滞納処分を行わ

ない場合でございます。 

 ２点目といたしましては、転居や国外へ

の出国等によりまして所在が不明となっ

ている場合でございます。 

 ３点目といたしましては、ご本人が死亡

され、また相続人がいない、もしくは相続

人全員が相続放棄されるというような場

合で、不納欠損が発生しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 川本課長。 

○川本総務課長 それでは、総務課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、決算概要４６ページの庁内印刷事

業の消耗品費の内容でございますが、印刷

用紙の購入費のほか、印刷機のマスターや

インクなどの購入費でございます。 

 続きまして、４８ページ、行政不服審査

事務事業の執行率がゼロの理由でござい

ますが、令和２年度におきましては市民や

事業者からの不服申立てに関する審査請

求がなく、審査会の開催がございませんで

したのでゼロとなっております。 

 続きまして、５０ページ、郵送事業の通

信運搬費でございます。先ほど委員から佐

川急便というお話でございました。佐川急

便は宅配業者でございますので、恐らくは

荷物の運搬であろうかなと思っておりま

す。市役所でももちろん荷物の発送をする

んですけれども、市役所から多く発送する

のは信書でございまして、信書とは、特定

の受取人に対し、差出人の意思を表示し、

または事実を通知する文書のことでござ

います。この信書を一般的に取り扱えるの

は今のところ郵便局だけとなっておりま

すので、我々といたしましては郵便局のサ

ービスの中から信書を発送できる割引サ

ービスを適用しながら日々経費の節減に

努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 それでは、資産活用

課に係ります質問にお答えいたします。 

 まず、６番目。決算概要５０ページの市

立集会所事業に係る修繕料の件数につい

てのご質問でございますが、令和２年度に

つきましては４３件の修繕を行っており

ます。 

 ７番目の決算概要５２ページの庁舎管

理事業の印刷製本費の内訳でございます

が５万４，３４０円執行させていただいて

おります。この内容につきましては、令和
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２年度に市議会議員の補欠選挙がござい

ましたが、それに伴いまして新しい議員の

登退庁用の表示板に新たにお名前を追加

するための費用でございます。また副市長

が増員となりましたので、そのことに伴い

ます同じ登退庁用の表示板の作成や副市

長の事務机に設置する三角の銘板の作成

にかかった費用でございます。 

 それぞれの内訳といたしましては、まず

市議会議員に係る登退庁用の表示板が１

万５６０円、副市長の登退庁用表示板作成

に係った経費が１万４，０８０円。事務机

に係る分が２万９，７００円の合計５万４，

３４０円でございます。 

 続きまして、８番目の同じく５２ページ

の光熱水費に係るご質問でございます。 

 ＥＳＣＯ事業との関連での効果検証と

いった内容のご質問でございますけれど

も、こちらにつきましては、平成３０年度

からＥＳＣＯ事業を開始いたしまして、庁

舎空調設備の更新や照明設備のＬＥＤ化

等を実施いたしておりまして、光熱水費の

効果的な削減を図るとともに省エネルギ

ー化を現在進めているところでございま

す。 

 令和２年度の実績及び効果といたしま

しては、削減効果額といたしまして約１，

５５２万円。省エネルギー率で申しますと

３５．４％。またＣＯ２の削減率、こちら

につきまして３５．２％となっておりまし

て、目標からの達成率で申しますと１０６．

６％となっております。 

 ただ、この効果につきましては、令和２

年度は新型コロナウイルスの影響もござ

いまして、窓の開放による負荷の増といっ

たこともございましたので、もともとの平

成２５年度から平成２７年度の消費実績

の平均、いわゆるベースラインと申してお

りますけれども、この分に補正を掛けた数

字ということでご理解いただければと思

います。 

 続きまして、１０番目の特殊建築物に係

りますご質問でございますが、こちらにつ

きましては建築基準法第１２条に基づき

まして、一定規模の施設につきましては３

年に一度の特定建築物調査、内容といたし

ましては建築物の基礎や外壁、屋上の防水

等劣化状況の調査等を行っているもので

ございます。令和２年度につきましては、

毎年１回の建築調査の検査と防火設備の

検査を実施しているものでございます。 

 続きまして、１１番目の次世代自動車専

用充電設備保守管理業務委託料の件数に

ついてのご質問でありますが、利用台数と

いたしましては４９３件の利用がござい

ました。 

 次に、１２番目の車両管理事業の執行率

のご質問でございますが、こちらにつきま

しては、タクシーやマイクロバスの借上料、

高速道路使用時のＥＴＣカードの利用料、

また公用車での出張時における有料駐車

場利用料となっております。前年度から執

行額が大幅に減っているということです

けれども、新型コロナウイルスの影響によ

りまして、例えば市民対象の方が遠方へ出

向く多くのイベント等が中止になったこ

とで大幅に減少したということでござい

ます。 

 資産活用課につきましては、以上でござ

います。 

○三好義治委員長 ５３ページの通信運

搬費の分が抜けてます。 

 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 すみません。９番目

の通信運搬費についてのご質問でござい

ますが、答弁が抜けておりました。 
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 こちらにつきましては、庁内の各執務室

などに設置の電話やファクスに係る電話

回線使用料、また防災用の携帯電話、納税

コールセンターなどに係る電話使用料で

ございますけれども、こちらにつきまして

は、一定の予算確保として、例えば、災害

時の対応等の不測の事態に対応するため

にも予算の確保をしているものでござい

ますけれども、今後のコスト削減につきま

しては、例えば料金プランの見直しなどが

可能なのかどうか、また、他市の事例等も

研究させていただきながら考えてまいり

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、情報政策課

に係りますご質問にお答えいたします。 

 まず、質問番号１３番。情報課推進事業、

報償金についての予算化の目的について

のお問いでございます。 

 こちらにつきましては、職員向けのセキ

ュリティ研修を開催しております。その講

師謝礼として予算を計上させていただい

たものでございます。 

 研修内容といたしましては、サイバー攻

撃における個人情報の流出など、最近の動

向や個人情報の取り扱いに係る留意事項

等、セキュリティ全般を学習する機会とし

て位置づけております。 

 続きまして、デジタル化に向けての予算

化、今後の見通しについてのお問いだった

かと思います。 

 ご承知のとおり、国におきましては「デ

ジタル・ガバメント実行計画」を策定し、

自治体の取り組みに関しては「自治体デジ

タル・トランスフォーメーション計画」に

示されております。本市におきましても、

基本的にはこの計画に基づき進めていく

ものであると考えております。この計画に

基づき、重点取組項目である行政手続のオ

ンライン化や、テレワークを進める上での

電子決済の導入、またコロナ禍の影響から

オンライン会議の需要が非常に高まって

おります。次回のインターネット環境の更

新におきましては、例えば職員が自席でウ

エブ会議が行えるような通信環境の整備

を図る目的の下、進めていきたいと考えて

おります。 

 さらに、市の外部施設においてインター

ネットを利用した講座や研修等が開催で

きるＷｉ－Ｆｉ環境の整備ですが、こちら

におきましては、災害時に避難所としても

活用されることから、そういった取り組み

も進めていきたいと考えております。 

 これらの取り組みを行うためには、やは

り一定予算におきましては増加が見込ま

れるものであると考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問の１

５番目でございます。決算概要５６ページ、

ＬＥＤ防犯灯等防犯推進事業にかかる防

犯灯の設置、工事の設置件数でございます。

令和２年度はＬＥＤ防犯灯について、２１

灯を設置いたしました。 

 続きまして、１６番目。犯罪被害者等支

援事業にございます日常生活支援委託料

と賃貸住宅家賃等補助金の執行率がゼロ

の理由でございますが、まず、日常生活支

援委託料ですが、これは犯罪被害に遭われ

たことによりまして家事とか育児、また介

護というのが困難になったご家庭に対し

てホームヘルパーを派遣するという内容

でございます。また、賃貸住宅等家賃の補

助金と申しますのは、犯罪被害によりこれ

まで住んでいたところに住み続けること
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が困難であるため転居を余儀なくされた

方に賃貸住宅を借りるために要する経費

を補助するものでございます。令和２年度

なんですけれども、犯罪被害者の方から１

２件の相談を受けました。我々のほうとい

たしましては、いろんな支援メニューがご

ざいますよと紹介させていただいたんで

すけれども、これら二つに該当するケース

は結果的にございませんでした。これが執

行率ゼロの理由でございます。 

 続いて、１７番目でございます。 

 防犯カメラ設置事業に関しまして、何台

分のリース料なのかというお問いでござ

います。これは平成３１年度から始まりま

したカメラリースで、対象機材は３０台で

ございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、市民税課に

係りますご質問にお答えいたします。 

 質問番号１８番、決算概要６６ページ、

課税事務事業の市税業務委託料に係りま

す過程と選定方法についてというお問い

でございました。 

 この市税業務委託に至ります過程とい

いますか、経緯でございますけれども、市

民税課で働き方改革等必要な職員の時間

外勤務の削減を図るということは喫緊の

課題としてございました。また、証明の窓

口や課税事務のピーク時において必要な

人数の会計年度任用職員の確保というこ

とも年々難しくなってきておるという状

況がございました。また、職員の専門的な

知識を積み重ねるための人材育成に必要

な時間も同時に確保していかなければな

らないという課題もございました。その課

題の解決のために、民間事業者の活力を導

入し、より効果的で効率的な業務運営を図

るため、証明窓口の業務と課税業務、個人

住民税と軽自動車税、法人市民税、固定資

産に係ります補助事務につきまして委託

を導入するという考えになりました。 

 業者の選定方法でございますが、こちら

につきましては、本業務を円滑に行うため

に価格のみでなく、高い専門性や技術力を

有しているか、問題が生じた場合の解決へ

の実施方針や実現性を有しているか等の

観点から総合的に選定をするということ

で、公募型のプロポーザル方式で受託者の

選定を行ったものでございます。 

 続きまして、１９番目。収納事務事業の

コンビニ収納代行業務委託料についての

お問いにお答えいたします。 

 こちらの内容ということでございまし

た。市府民税の普通徴収及び固定資産税、

都市計画税、軽自動車税（種別割）の収納

事務について、納税義務者の方がコンビニ

エンスストアでお支払いをされる。その収

納した公金を取りまとめて本市に回送す

るという業務を委託しております。月々の

基本料金と件数当たりの手数料というの

を委託料として事業者に支払いをしてお

る状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 藤原課長。 

○藤原固定資産税課長 それでは、固定資

産税課に係ります二つの質問にお答えを

させていただきます。 

 まず、質問番号２０番。地図情報修正業

務委託料につきましてお答えをさせてい

ただきます。 

 当該業務につきましては、毎年度法務局

に提出された土地や家屋の分筆や合筆、地

図修正等の情報を集約しまして、地方税法

で定められております地籍図や路線数、家

屋図面等を修正・製本し、レイヤー等を作
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成する業務となっております。当該地籍図

等につきましては、固定資産税課で導入し

ておりますＧＩＳ、つまり地図情報システ

ムにもレイヤーとして使用しております

ので、ＧＩＳの導入業者との調整が必要と

なってくることから１社の随意契約とさ

せていただいております。 

 続きまして、２点目の質問。償却資産の

データパンチ委託料につきましてお答え

をさせていただきます。 

 当該業務につきましては、毎年度提出さ

れる償却資産の申告書に基づき資産明細

を入力する業務の委託料となっておりま

す。当該業務につきましては、申告内容の

電算化等の影響もありまして、毎年度入力

する件数が減少しているような状況でご

ざいました。そのような中、先ほど妹尾課

長のご答弁にもありました、市民税課の窓

口業務委託におきまして申告書等の入力

業務について委託することになりました

ので、償却資産の入力業務につきましても

委託業務の中に含めることで経費の節減

を図ったものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬納税課長 それでは、質問番号２２

番。決算概要６６ページの納税課にかかる

納税事務事業にございます電話催告等業

務委託料、いわゆる納付コールセンターに

つきまして、その必要性につきましてご答

弁させていただきます。 

 税を納期内に納めていただけない理由

の一つといたしまして、うっかり忘れであ

りましたり、また納付書を間違って捨てて

しまって分からなくなるというような方

がおられまして、主にそういった方に対し

まして納付勧奨を電話で行うことにより、

適正な税収の確保を行うというのが主な

内容でございますが、それ以外にも、例え

ば、納税がおくれることによりまして次の

納税時期と重なります。そういたしますと

納税の負担感が増し滞納しやすくなると

いうことを解消するために早期の納税を

勧奨いたしまして、将来的な、また潜在的

な滞納の減少を図っております。また、納

付がおくれますと電話がかかってくると

いうアクションを繰り返すことによりま

して納税者の方に期限内に納税するとい

う意識を持っていただきます。また、収入

が減るなど納税が困難な方の中には、自分

から市のほうに相談に行きづらいと、ハー

ドルが高いと感じる方がおられるのは確

かでございます。そういった方に対しまし

て早期に接触し、また、その状況等をお伺

いして納付相談につなげることで無理の

ない納付を行っていただけるように努め

ております。これらのことから必要性があ

ると考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 川本課長。 

○川本総務課長 それでは、決算概要７２

ページの基幹統計調査事業の統計調査員

報酬に係ります調査員の人数と任命期間

でございます。 

 令和２年度におきましては、工業統計調

査と国勢調査の二つの統計調査がござい

ました。まず、工業統計調査でございます

が、調査員が１７名、指導員が２名で、任

命期間はともに令和２年４月２３日から

６月２２日までの２か月間でございます。 

 次に、国勢調査でございますが、調査員

が４６２名、指導員が７９名で、任命の期

間は調査員が令和２年８月２７日から１

０月２６日までの２か月間で、指導員が８

月１日から１２月１５日までの４か月半

でございます。 
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 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課に係りますご質問にお答えいたします。 

 まず、質問番号２４番目の農業水路管理

事業及び農業用水路ポンプ場管理事業に

おける報償金についてお答えいたします。 

 まず、農業水路管理事業における報償金

でございますが、この報償金には樋守と常

設委員がございます。樋守とは、淀川や山

田川より取水したかんがい用水について、

水路を経由して各営農地へ安定して供給

するために必要な水路内の水位調整や送

水経路の分配を行うとともに、不要となっ

た用水をゲート操作や堰板の設置撤去に

より排水を行っていただくものであり、こ

れらの作業に従事される水利関係者１６

名の方にお支払いしている報償金であり

ます。 

 次に、常設委員でございますが、水路の

水量等の調整、水路状況の管理や点検、開

発行為における水路に関する地元協議、工

事により水路に影響が及ぶ場合の地元同

意、水路の境界明示における利害関係者と

しての立会い等の作業を行っていただく

ものであり、これらの作業に従事される水

利関係者２１名にお支払いする報償金で

あります。 

 続きまして、農業水路ポンプ場管理事業

における報償金でございます。 

 この報償金は、淀川や山田川より取水し

たかんがい用水について、水路を経由して

各営農地へ安定して供給するために必要

な用水ポンプや中継ポンプ等の運転操作

に従事される水利関係者１４名にお支払

いするものでございます。 

 続きまして、２５番目のご質問にお答え

します。決算概要１１２ページの農業水路

管理事業における水路台帳作成業務委託

料についてお答えします。 

 まず、水路は田畑への用排水機能を有し

ているだけでなく、特に鳥飼地域の下水道

が整備途上であることから日々の水防活

動をはじめ、大雨の内水排除といった下水

道施設の役割も担う重要な施設となって

おります。現在使用している水路網図や水

路台帳は昭和５９年に作成されたもので

あり、それ以降市内では市街化が進む中で

田畑が減少したことにより機能として不

要となった水路がふえております。また、

下水道等の工事や開発工事による水路の

付け替えや改修、道路や歩道の一部として

利用するため水路に蓋を設置するなど現

地の状況や役割も大きく変化しておりま

す。 

 このようなことから、今後の水路機能や

構造を含めた水路の在り方について検討

していくことが重要な課題と考えており、

本委託により最新の水路網図、台帳に更新

するものであります。 

 続きまして、２６番目。決算概要１１２

ページ、農業水路管理事業における水路清

掃負担金についてお答えします。 

 本負担金は、本市と協定を締結している

地元水利組合など１４団体が市内の農業

用水路及び排水路を対象に実施される水

路の清掃活動に対し、各団体より請求があ

った場合において協定に基づき参加者に

応じた金額を支給するものであります。 

 次に、２７番目。決算概要１１２ページ、

農業水路管理事務事業における神安土地

改良区負担金についてお答えします。 

 まず、神安土地改良区とは、農業生産を

行う上で欠かすことのできない用排水施

設の整備や維持管理、農業用水の送水、農

地の整備といった土地改良事業を目的に
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設立された土地改良法に基づく団体であ

ります。また、高槻市、茨木市、摂津市及

び吹田市、それぞれの一部地域を管理区域

としている団体でございます。 

 本負担金は、この神安土地改良区で支払

う経費や維持管理費等であり、その主な内

訳といたしましては、神安土地改良区の経

常的な経費を支払う経常賦課金、農業用水

路が農業用水や排水だけでなく都市化に

よる地域排水の用途を兼ねていることに

対する維持管理負担金、農業期を終えた１

０月から３月までの水路の防臭対策や防

火用水のための冬季送水に係る維持管理

費などを総じて支払うものであります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、塚本委員

ご質問の２８番目、土木維持作業の業務委

託における相手方の選定方法についてお

答えいたします。 

 土木維持作業業務委託は、市の管理する

道路や施設で生じる日常的な補修等の作

業を行っております。具体的には、事務報

告書２５２ページに記載のとおり、道路の

清掃や草刈り作業、舗装や柵の塗装など、

簡易な施設補修。公園ごみの回収や地域の

美化活動で生じた残土の回収処分などで、

令和２年度は７６４件の作業を行ってお

ります。 

 これらの作業は、その内容に合わせまし

てトラック１台と、運転手１名、作業員２

名の計３名のＡタイプ。それと、トラック

１台と、運転手１名、作業員１名、計２名

のＢタイプの組み合わせで行っておりま

す。 

 契約の相手方につきましては、１日当た

りのＡタイプの金額で入札を行いまして

業者を決定しております。また、その金額

を比率案分により算出をして１日当たり

のＢタイプの金額を決定し、それぞれの金

額で単価契約をしております。 

 契約期間は、４月初めから９月末までの

上半期と、１０月初めから年度末３月末ま

での下半期に分けて発注しておりまして、

令和２年度の契約相手方につきましては、

事務報告書２５３ページに記載のとおり、

上半期が老田工業、下半期が鳥飼土木工業

でございます。 

 続きまして、２９番目のご質問で、地理

情報システムの補修委託料について継続

的に支払う必要があるかというお問いに

ついてお答えいたします。 

 この道路情報システムの保守点検委託

についてでございますが、道路法第２８条

では、道路管理者は道路台帳の調製・保管

をしなければならないと定められており

ます。地理情報システム保守点検委託は、

この同法に基づきまして認定道路の延長、

幅員等の情報を管理・保管し、道路台帳の

調製をするための道路管理システムの保

守でございます。 

 このシステムは、外部のデータセンター

でシステムやデータを管理するクラウド

システムで、セキュリティの高い総合行政

ネットワーク、いわゆるＬＧＷＡＮですね。

これを通じまして、部内において各自が使

用する机上のパソコンからシステムを利

用することができるものです。 

 データセンターは、一定の防災基準、セ

キュリティ基準を有し、非常時の電源設備

が備えられた場所にございまして、万が一

災害などで市役所が被災を受けた場合に

もデータが守られ、早期にシステムの復旧

利用が可能となるものですが、本保守委託

の内容につきましては、このデータセンタ

ーにおいてシステムが一定のサービスレ
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ベルを維持すための保守業務でございま

して、毎年一定額の保守委託料で実施して

いるものです。今後もこの保守料は継続的

に必要となるものでございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後 １時 ２分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、３０番目の

交通安全対策工事について、執行率が低い

理由をご説明申し上げます。 

 この交通安全対策工事の予算につきま

しては、決算概要の備考欄にも記載してお

りますとおり、交差点改良工事や夜間点滅

式交差点びょうの設置、また交差点案内標

識の設置に充てている予算であります。年

度途中で、要望等により発生する安全対策

に対応できるよう組んでいる予算であり

まして、令和２年度につきましては、市道

千里丘中央線において、摂津警察による新

たな横断歩道の設置に合わせ接続する歩

道の段差改良や横断防止柵の撤去、横断歩

道前後に弁柄のゼブラに強調表示を施行

したものでありまして、予算２００万円に

対しまして、事務報告書２６２ページに記

載の千里丘中央線歩道切下工事、工事費と

しまして１３５万１，９００円の執行だけ

となったものであります。 

 続きまして、放置自転車等対策事業の指

導委託料を適切に執行されているかにつ

いてでございますが、放置自転車等対策指

導委託料につきましては、市内５駅の駅周

辺における放置禁止区域の自転車に対し

て、放置しないよう指導を行っている業務

であり、業務委託先は、フォルテ摂津の周

辺は摂津都市開発株式会社であり、その他

の駅周辺は摂津市のシルバー人材センタ

ーが委託しております。 

 業務従事者におきましては、これまで苦

情として、数は少ないのですが、ベンチに

腰かけ、むだ話をしているとの苦情が入っ

たことがありましたが、最近においては全

く苦情等はない状況であります。 

 委員がご指摘の業務中のハトへの餌や

りなどにつきましては、そのようなことが

もしありましたら、シルバー人材センター

あるいは摂津都市開発株式会社へ確認を

取りまして、そのような行為をしているの

であれば、改善するよう指導してまいりた

いと考えております。 

 続きまして、道路反射鏡点検保守委託料

の件で、設置方法についてのご質問でござ

いますが、カーブミラーにつきましては、

道路の附属物として屈曲部、屈折部、また

は交差点において、車両が周囲の建物の存

在により死角が生じる方向の他の車両を

確認するための鏡であって、市が設置、管

理しております。 

 設置基準については、今、申したように、

前方の見通しが悪い箇所あるいは市道そ

の他の公道との交差点において、左右また

は片方の見通しが悪い箇所、私道において

は、その両端が公道に設置し、かつ一般交

通の用に供され、通過車両があるものに限

る私道との交差点において、左右または片

方の見通しが悪い箇所などに設置する基

準としております。設置する場合は、それ

らの状況を見て、交通量、その他の状況を

勘案して必要と認める場合に設置してお

ります。 

 委員がご指摘の電柱にミラーを付けて

いる箇所を見かけるということでござい

ますが、市民の方が小型のカーブミラーを

設置している場合、その設置場所が私道で、
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その土地の所有者あるいは構造物の所有

者から承諾をもらっている場合もあろう

かとは思います。市は、そのことに対して

は何も言えませんが、市の管理道路に設置

している場合は、市としては個人の占用物

に対して占用許可を出すようなことはご

ざいません。その代わり、先ほど申した設

置基準に基づき設置することになろうか

と思います。 

 続きまして、市内循環バスのルートと利

用人数についてのご質問にお答えさせて

いただきます。 

 市内循環バスの運行ルートは、東別府に

ある営業所を出まして、ＪＲ千里丘駅まで

向かい、ＪＲ千里丘駅を起点に、大阪中央

環状線以西を反時計回りで運行しており、

正雀、別府、南別府などを循環してから営

業所へ戻る運行経路となっております。年

間の利用者につきましては、令和２年度に

おきましては１万３，１３７人となってお

り、前年度と比べ、コロナ禍の影響もあっ

たと思われますが、２１％ダウンしている

状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、ご質問の

３４番目、道路管理事業の中で、訴訟等委

託料の訴訟内容についてのご質問にお答

えいたします。 

 本訴訟の概要から申し上げますと、千里

丘５丁目の府道大阪高槻京都線に接する

土地で、別の開発者が築造し、市に帰属し

た開発道路の中に、原告自身の所有する土

地が存在しているとして、原告が市に対し

て所在を認め、境界の確定と所有権の移転

の請求をされたものでございます。なお、

原告は本市以外に開発者と開発に当たっ

て、道路境界明示を行った大阪府を被告と

して訴えております。 

 その経緯といたしましては、平成３０年

に開発者が府道境界明示により、自身の所

有地が開発に必要な長さを府道に接して

いることを確認されました。そして、都市

計画法第２９条事前協議申請を初めとす

る本市での一連の開発申請等の手続がな

され、平成３１年４月に、市は開発許可を

出しております。その後、開発工事は進め

られ、令和元年１２月の工事完了検査を経

て築造された道路は、令和２年２月に市に

帰属され、現在、その土地の所有権は摂津

市となっております。なお、これまでの一

連の手続は適切になされており、市には一

切の瑕疵はございません。 

 開発完了後の令和３年７月、原告は開発

地と府道との間に、自身が所有する土地が

あり、市に帰属した道路にもその一部が存

在するとして、冒頭に述べたとおり訴えを

起こされたもので、これに対して市も応訴

し、市議会議員の皆様にも、同年７月下旬

にその内容をお知らせしたところでござ

います。 

 この土地をどう処理していくか、弁論準

備において、和解に向けての協議が進めら

れているところでございますが、本市とし

ては、手続上の瑕疵もなく、開発で帰属さ

れた道路であり、既に開発宅地に住宅を建

設され、道路が住民生活に利用されている

ことから、現状の道路機能を維持し、その

所有権または使用権が市に帰属すること

を求めています。ただし、現在も係争中の

内容でございますので、確定的なことは申

し上げられず、これ以上の回答は控えさせ

ていただきます。 

 続きまして、３５番目のご質問で、駅前

広場の管理事業の委託先、そして、その人

数についてのご質問にお答えいたします。 
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 各駅前広場管理事業では、摂津市の玄関

口である各駅前広場の良好な環境を維持

する目的で行っております。ＪＲ千里丘駅

前広場の管理委託につきましては、委託先

は摂津都市開発株式会社で、その歩道や側

溝などの日常清掃を実施しているほかに、

立体横断施設あるいは排水施設等の定期

清掃を年２回から３回、また照明器具の清

掃や植木の剪定などの作業を年１回実施

しています。このほかに、エレベーターや

エスカレーターなどの点検も毎月実施し

ております。また、モノレール２駅の駅前

広場、そして阪急摂津市駅の駅前広場にお

きましては、シルバー人材センターに歩道

などの日常清掃を委託しておりますが、バ

ス停留所や照明器具の清掃、また植木の剪

定など、年１回から３回の定期作業、また

モノレール南摂津駅におきましては、エレ

ベーターの毎月の点検を、これについては

摂津都市開発株式会社に委託をしている

ところです。なお、摂津都市開発株式会社

に委託しているものにつきましては、それ

ぞれの作業を専門の業者に依頼して管理

をしていただいておりますが、これに従事

する人の人数といたしましては、日常清掃

で２名、定期作業で、作業の内容にもより

ますが、２名から７名、従事していると聞

いております。また、シルバー人材センタ

ーに委託している日常清掃につきまして

は、阪急摂津市駅及びモノレール南摂津駅

で１日２名、モノレール摂津駅では１日１

名に作業を委託しております。 

 続きまして、橋梁長寿命化修繕事業の中

で利用しているタブレット、これの台数及

びその必要性についてのお問いにお答え

いたします。 

 平成２６年７月の道路法施行規則の一

部改正により、橋梁の定期点検とその記録

保存が義務づけられております。また、平

成２７年１２月には、市長会からのデータ

ベースの構築要望を受けて、平成３１年よ

り大阪府は、都市基盤施設のデータ管理、

蓄積、活用するための大阪府データベース

システムの運用を開始しております。 

 本市におきましても、橋梁定期点検の結

果を本システムに記録、蓄積し、このデー

タを利用して、本システムの機能の一つで

ある橋梁長寿命化修繕計画策定システム

を利用して修繕計画も策定をいたしてお

ります。 

 タブレットは、現地で業者と調査及び点

検手法を検討する際に、このデータベース

にある諸元データ、過去の点検記録、また、

ほかの自治体の対応事例などをその場で

確認したり、日常点検や災害時には現地の

状況写真がデータベースを通じて、庁内の

パソコンでも状況を把握して迅速な対応

につなげることができるもので、現在、こ

のタブレットは１台で運用しております

が、この機能を利用して、橋梁だけでなく、

平素の道路施設の日常管理、巡視業務にも

活用範囲を広げているところでございま

す。 

 続きまして、３７番目のご質問で、道路

における街路灯の現在の基数についてで

ございますが、本市では、令和２年度末に

おきまして、約１，０５０基の街路灯がご

ざいます。これらの街路灯は、国の点検要

領に基づきまして、本市では１０年に１度

のサイクルで街路灯の点検を実施してお

ります。令和２年度は、５２基の街路灯の

点検を実施し、街路灯の適切な維持管理に

努めているところでございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、３８番目の
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千里丘三島線道路改良事業について、残額

が多い原因と翌年度繰越の理由について

ご説明申し上げます。 

 千里丘三島線における道路改良事業に

よりまして、道路を拡幅するための用地買

収に伴い、土地購入費と建物移転補償費を

計上しておりますが、残額が多く発生した

のは、土地購入費と建物移転補償費の部分

であります。権利者との交渉においては、

土地購入は土地鑑定士の鑑定評価、建物移

転補償費は国が出しております損失補償

基準に基づいて、今、補償額を算出してお

ります。その結果を元に、権利者と交渉に

当たりますが、令和２年度は７件の物件を

移転し、用地を確保しております。交渉の

結果、それぞれの権利者と土地売買契約及

び建物移転補償契約を結んだ結果、決算概

要のとおり残額が発生したものでありま

す。また、残額のうち、繰越額が１，９５

５万円となっておりますが、これは令和２

年度に契約したものの７件のうちの４件

につきまして、契約完了後、建物の取り壊

しから土地所有の名義変更まで完了する

のに年度をまたいだため、繰り越しとなっ

たものでございます。 

 続きまして、３９番目、交通バリアフリ

ー整備事業の内容と次年度の見込みにつ

いてご説明申し上げます。 

 工事場所につきましては、鳥飼上４丁

目・５丁目、市の幹線道路であります新在

家鳥飼上線の歩道部分について、歩行者の

動線上にある段差の改良３か所、それと視

覚障害者用誘導ブロックの設置が主な目

的で整備しております。併せて、老朽化が

激しい交差点部分の横断防止柵や縁石の

改良、街渠の水たまりを解消するための雨

水桝の設置も併せて実施しており、これに

よりまして、歩行者の円滑な歩行空間の整

備を行っている内容となっております。 

 本事業は、令和３年度も引き続き同路線

を整備していくとともに、次年度の見込み

につきましても、同様の路線を引き続き継

続して実施してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、４０番目、自転車通行空間整備事

業の執行率が低い内容と理由についてご

説明申し上げます。 

 自転車通行空間整備事業は、令和２年３

月に摂津市自転車活用推進計画を策定し

たその計画に定めた路線の整備を進めて

いる事業でございます。整備内容は、車道

部に青色の矢羽根型路面標示を設置し、車

道混在による自転車通行空間を整備する

ものであります。令和２年度は、大阪府に

よりまして府道大阪高槻線が一津屋交差

点から鳥飼仁和寺大橋の交差点を経由し、

鳥飼基地南交差点までの約２．９キロを整

備されております。 

 本市におきましては、同年度において、

新在家鳥飼中線を約４７０メートル実施

しております。これにより、新在家交差点

で府道の矢羽根型路面標示をつなげ、連続

させております。 

 令和２年度の当初予算につきましては、

この４７０メートルの施工に関して、当初

予算５６９万７，０００円を組んでおりま

した。この工事により、工事の請負費が４

４５万５，２７５円となっております。執

行率が悪い理由としましては、令和３年第

１回の国の追加補正に合わせまして、令和

３年第１回において１，８８４万円を追加

補正させていただいております。補正額を

併せました２，４５３万７，０００円とな

りました結果、この追加分については未発

注繰越をしておりますので、その分、執行

率が低い状態となっております。 
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 続きまして、４１番目の未就学児移動経

路対策事業の工事内容についてでござい

ますが、この事業につきましては、大津市

の保育園児死傷事故を受け、令和元年６月

に内閣府文部科学省、厚生労働省より未就

学児が日常的に集団で移動する経路の緊

急安全点検等実施要領が発出され、幼稚園、

保育所、認定こども園などの施設管理者に

対しまして、緊急安全点検の上、その対策

案を検討するよう発出されております。併

せて、国土交通省から道路管理者に対し、

また警察庁から大阪府警等に対しまして、

その点検結果に積極的に協力するよう通

知が出されております。この要領に基づき、

本市が管理する道路について、道路管理者、

施設管理者、摂津警察との合同点検を実施

し、この点検結果を踏まえ、対策箇所を抽

出いたしました。 

 令和元年度から令和３年度までの３か

年で１２か所を対策していく内容になっ

ておりまして、令和２年度、その対策の内

容につきましては、交差点内における車止

め設置、路面に段差を設け、自動車の速度

を抑制させるハンプの設置、路側帯を歩行

空間として区分するグリーンベルトの設

置、このほか徐行の路面標示の設置などが

内容となっております。 

 令和２年度で実施しました工事の内容

につきましては、事務報告書２７３ページ

に記載している工事内容でございますが、

自動車の通過速度が速く、危険な状況が見

受けられる淀川堤防沿いの市道南別府鳥

飼上線において、淀川河川敷公園への横断

歩道２か所の前後に２か所、合計４か所の

ハンプを設置いたしました。また、市道鳥

飼本町５２号線及び８１号線では、交差点

内で車から歩行者を守るための車止めを

設置するとともに、横断防護柵の移設によ

る歩行空間の拡大などを行っております。 

 そのほかにも、路側部分にグリーンベル

トを設置し、歩行者の歩行空間を明示する

などの整備を実施しまして、未就学児移動

経路の安全対策を行ったものでございま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課に関します４２番目のご質問、排水路ポ

ンプ場管理事業におけるＰＣＢ廃棄物処

分委託料についてお答えします。 

 ＰＣＢ廃棄物の処分につきましては、平

成１３年に制定されたＰＣＢ特措法によ

り、ＰＣＢ廃棄物を所有する事業者は保管

状況等を届け出しなければならないほか、

高濃度ＰＣＢにおきましては令和３年３

月３１日まで、低濃度ＰＣＢにつきまして

は令和９年３月３１日までの期間内に適

正に処分するよう義務づけられておりま

す。このことから、平成２９年度に市内の

ポンプ場等の水路施設を対象としたＰＣ

Ｂ含有機器の調査を行っており、その結果

より、高濃度を含有する蛍光灯安定器とＰ

ＣＢの微量混入の疑いがある機器を確認

しております。 

 本事業は、前年度に行っております低濃

度ＰＣＢ廃棄物処分と同様に、ＰＣＢ含有

機器調査を基に判明した高濃度ＰＣＢ廃

棄物を指定処分地に運搬処理いたしたも

のであります。 

 続きまして、４３番目、決算概要１２６

ページ、水路しゅんせつ事業における水路

しゅんせつ委託料についてお答えいたし

ます。 

 本事業は、市内水路はもとより、管路や

桝の内部における土砂及びごみ等の堆積

を原因とする流下能力の低下、これらに伴
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う悪臭や害虫の発生による住環境への影

響等をいち早く軽減、かつ解消させるため、

バキューム車による土砂の吸引や高圧洗

浄車による内部洗浄により撤去した堆積

物を処分するものであります。 

 令和２年度にしゅんせつを行った水路

の場所といたしましては、主に一津屋３丁

目地区の三線水路、庄屋２丁目地区の立会

水路及び坪井水路、桜町１丁目の小川水路

などであり、これ以外の箇所も併せますと、

合計１１か所で作業を行っております。 

以上です。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、４４番目

のご質問で、残土受入処分と残土等受入処

分委託事業の中で、残土の処分をどれだけ

したかというお問いについてお答えいた

します。 

 残土等受入処分委託事業は、この中で、

主に地域の美化活動で回収した側溝の残

土、土木時作業で行っております水路清掃

や施設修繕などで発生する残土の処分を

行っております。 

 令和２年度の処分料につきましては、事

務報告書２５７ページに記載のとおり、残

土が４８．６８トン、混入土、これは土に

若干、草等の細かなものが入った残土にな

りますが、これについては１１３．６０ト

ンの処分を行っております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、４５番目

のモノレール駅可動式ホーム柵設置事業

についてのご質問にお答えします。 

 大阪モノレールでは、平成３０年度から

令和４年度までの予定で、全ての駅でホー

ム柵を設置することとして工事を進めら

れており、委員がお示しのとおり、令和２

年度にモノレール南摂津駅で設置されま

した。モノレール摂津駅につきましては、

本年１２月中に設置完了予定でございま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、４６番目の

空家所有者等調査委託料の内容について

お答えいたします。 

 空家等の所有者または管理者の特定に

当たりましては、法務局が保有する不動産

登記情報、市町村が保有する住民票であっ

たり戸籍謄本、また固定資産税の情報の利

用により所有者の特定の調査を行ってお

ります。 

 また、所有者等におかれましては、相続

発生が起こっている場合がございます。複

数相続人がいらっしゃる場合であったり、

相続放棄されているような事案もござい

ますので、その特定作業に当たりましては、

多大な時間と手間がかかることが見込ま

れます。そのようなことから、令和元年５

月、本市では、大阪司法書士会と連携協定

を結ばせていただき、専門家である同会所

属の司法書士へ調査委託ができることに

より、所有者特定調査に係ります業務遂行

の円滑化や効率化が期待されるところで

ございます。 

 実績といたしましては、事務報告書２４

５ページ記載のとおり、令和２年度の件数

といたしましては２件となっております。

これらの文書による指導を所有者に対し

て行う部分につきましては、スピーディー

に円滑に行えておると感じているところ

でございます。 

 続きまして、４７番目の多世代同居・近

居支援補助金の何世帯、交付件数があるか

というお問いについてお答えいたします。 
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 親から子・孫の３世代にわたって、市内

で新たに同居または近居をされることに

より、安心して暮らせるまちづくりを目指

すという内容で、令和元年７月からこの制

度を開始させていただいております。本制

度につきましては、住宅の取得、リフォー

ム、それから引っ越し、転居の費用、これ

らを一定補助させていただいているとこ

ろでございます。実績といたしましては、

令和２年度の交付状況につきましては、事

務報告書２４５ページに記載のとおりで

３７件ございます。その内訳といたしまし

て、住宅取得は２３件、リフォームが３件、

転居が１１件となっております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、４８番目

の都市景観事業についてのご質問にお答

えします。 

 本市では、都市景観の形成に必要な事項

を定めた都市景観まちづくり要綱に基づ

き、大規模建築物等の建築行為を行う場合

には届け出が必要となっております。また、

届出内容について、景観形成上、必要があ

ると認めるときは、必要な措置を講ずるよ

う助言や指導を行うこととなっておりま

す。 

 この助言や指導を行うに当たりまして、

専門性及び公平性の向上を図るため、学識

経験者から意見を頂いており、お二人の学

識経験者を都市景観アドバイザーとして

委嘱しております。報償金につきましては、

令和２年度は届け出に合わせて、お二人の

都市景観アドバイザーのうち、お一人にお

越しいただき、会議を７回開催しており、

その報償金としてお支払いしているもの

でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 引き続きまして、水

みどり課に関します４９番目のご質問、決

算概要１３０ページ、花とみどりの相談所

運営事業における医薬材料費についてお

答えいたします。 

 本市の花壇活動の拠点となっている鶴

野苗圃では、専門家による花と緑に関する

相談の受付やボランティア団体の活動、花

と木の実践養成教室などの様々な活動を

行っており、多くの市民が来所されており

ます。これらの活動では、刃物を扱うこと

もあることから、けがや、あと、外での作

業もありますので、虫刺され、こういった

ことから適切かつ速やかに処置ができる

ようにするため、消毒液やばんそうこう、

湿布、虫よけスプレー等を常備するために

購入しているものであります。 

 続きまして、５０番目、決算概要１３０

ページ、公園維持管理事業における公園管

理委託料についてお答えいたします。 

 公園管理委託料には、公園やちびっこ広

場など８２か所の除草や日常清掃をシル

バー人材センターで行うための公園施設

に係る除草清掃業務委託、境川のせせらぎ

を含む市内６か所の水景施設の清掃や点

検などを行うための水景施設管理業務委

託、公園やちびっこ広場、緑地・緑道にお

ける樹木の剪定や草刈り機による草刈り

を行うための都市公園等管理作業委託、別

府公園を含む市内３か所の公園内にある

管理棟の管理業務を行うための公園管理

棟管理委託、明和池公園に５基設置されて

おります防犯カメラ等の保守点検を行う

ための防犯カメラ保守点検委託の五つの

委託業務を個別に発注しております。 

 続きまして、５１番目のご質問、決算概

要１３０ページ、公園維持管理事業におけ
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る公園等日常点検業務委託料についてお

答えいたします。 

 本業務委託は、シルバー人材センターへ

委託し、都市公園、ちびっこ広場、緑地・

緑道を対象に、二人一組の体制にて巡視を

行い、園路や遊具、トイレ、ベンチ、フェ

ンスなどの施設を目視や触診による点検

を実施しております。点検により損傷や清

掃などが必要な箇所を確認した場合には、

事故防止と機能保全の観点から、施設の簡

易補修や簡易清掃を行っております。また、

施設内での禁止行為や迷惑行為が見受け

られたり、通報があった場合には、その行

為を口頭などにより注意啓発を行ってお

ります。巡視点検の開始前には、当日の巡

視ルートや作業内容の指示・確認を行い、

終了後には一日の作業内容の報告・確認を

行うなど、委託業者と密に連携を取り、施

設の適正な維持管理に努めております。 

 続きまして、５２番目のご質問、決算概

要１３０ページ、公園維持管理事業におけ

る砂、樹木等についてお答えいたします。 

 砂、樹木等の内容といたしましては、公

園の砂場の補充や公園の整地に使用する

砂の購入、補植用樹木の購入だけでなく、

職員や公園等日常点検業務委託の従事者

が行う公園施設の簡易補修時に使用する

資材の購入も行っております。 

 令和２年度に購入いたしました砂は、砂

場補充用の砂などを１０トン車１台分、そ

れと園路の補修用の砂、これが約３７万円、

樹木につきましては嘉円公園、鶴野第１公

園、市場池オアシス広場における補修用樹

木を合計２９０本、約８３万円購入してお

ります。そのほかには、遊具などの塗替え

用の塗料、ベンチの座板や背もたれの取り

替えに使用する擬木材、ブランコの修繕用

チェーンなどを購入しております。 

 続きまして、５３番目のご質問、公園遊

具補修事業における修繕料についてお答

えいたします。 

 公園遊具につきましては、国土交通省の

都市公園における遊具の安全確保に関す

る指針に基づき、子どもたちが安全に利用

できるように、様々な角度から遊具の専門

家とともに年に一度、総点検を実施してお

ります。この総点検の結果や公園等日常点

検業務委託による点検結果、日々寄せられ

る公園利用者からの情報提供などを基に、

遊具の損傷具合の危険度や利用頻度など

を総合的に判断しながら修繕を行ってお

ります。 

 令和２年度に発注を行った遊具の修繕

業務は２０件ございます。遊具の個数とし

ましては、ブランコやコンクリート遊具な

ど、併せて３３基になります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

５４番でございます。自主防災組織の支援

事業の消耗品の執行率がゼロの理由とい

うところでございます。 

 この事業なんですけれども、市内に１２

ございます自主防災組織が自主的に行い

ます活動に対して、市のほうで必要な物品

を支給するという内容でございますが、令

和２年度は新型コロナウイルス蔓延によ

りまして、結果といたしまして、自主防災

組織が運営いたします訓練でありました

り、それぞれの活動が全て中止となりまし

たことから、執行率もゼロとなったもので

ございます。 

 続きまして、質問の５５番目でございま

す。防災対策事業の中にございます避難行

動等検討業務委託料の経緯と内容でござ

います。 
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 まず、この経緯なんですけれども、摂津

市のほうで水害時の広域避難の検討を進

めております。この基礎データということ

で、摂津市内の被害状況でありますとか、

そのあたり、詳細に数値として調べる必要

がございました。これが経緯でございます。 

 また、中身なんですけれども、最新の河

川の氾濫のハザードマップを基にいたし

まして、実際に摂津市内で水害時に避難行

動を要する方の人口を地域ごとに算出す

るでありましたり、また想定浸水深と、あ

と、コロナ禍での３密を避けたパーソナル

スペース、このあたりを基にいたしまして、

摂津市内の避難所ごとに収容定員を再度

精査したものでございます。また、近隣自

治体への広域避難に関しまして、候補施設

でありましたり、移動手段などの検討、提

案も含まれております。 

 続きまして、質問番号５６番でございま

す。防災対策事業の防災士資格取得費用の

助成金でございます。 

 この内容なんですけれども、資格取得に

要した経費の半額を補助するものでござ

いまして、令和２年度には１２名の方に補

助をさせていただきました。 

 続きまして、質問番号５７番でございま

す。東北地方太平洋沖地震支援事業でござ

います。この内容というお問いでございま

したが、この制度は、東日本大震災の被災

者の方が避難のために摂津市に居住した

場合、水道料金を全額免除するという内容

でございます。対象となられておられる世

帯は３世帯ございます。ただ、この制度な

んですけれども、震災から１０年が経過い

たしました令和２年度末をもって終了し

ております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 それでは、１番目の市たばこ税について、

今後減っていく見込みだということでご

答弁いただきました。受益者負担というわ

けでもないんですが、どうしても気になる

のが、先日も一般質問で取り上げさせてい

ただいたんですけど、ＪＲ千里丘駅は駅前

での喫煙が禁止になっているけども、吸い

殻が非常に道に散乱しておりまして、やは

り抑止力というのがなかなかないと感じ

ております。喫煙者の囲い込みというのは、

ある程度、一定必要じゃないかなという思

いがあります。近隣市を見ますと、ＪＲ茨

木駅とＪＲ吹田駅、それからＪＲ岸辺駅で

あっても、健都の反対側に喫煙所があるけ

ども、ＪＲ千里丘駅にはないというのが現

状ですので、その辺、勘案していただいて、

どこかに一定の囲い込みというのがある

程度、必要じゃないかなというのが私の考

えですので、これは要望として伝えさせて

いただきます。 

 続きまして、２番目です。市税の不納欠

損額ですが、差し押さえができないとかい

うところ、この辺が気になってくるんです

けども、コロナ禍の中での欠損額というの

が今後ふえていくのではないかなと、どう

しても納税できないという方がふえてく

るのではないかというような不安もござ

いまして、今後の見込みについて、分かる

ようでしたら、教えていただきたいという

のが２回目の質問です。 

 ３番目、庁内印刷事業ですが、消耗品費

の内容をお伝えいただいたんですけども、

どうしてもやっぱり現状を見ますと、庁内

を見ていると、印刷物が非常に多いなと、

紙ベースのものがまだまだ非常に多いと

いうところが見受けられますので、このペ

ーパーレスの取り組みをどんどん加速化
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していただきたいというところで、要望に

止めておきます。 

 ４番目については理解いたしました。あ

りがとうございます。 

 ５番目、通信費ですけども、こちらもや

っぱりいろいろと信書等々もあるかと思

うんですけども、インターネットの活用も

していただいて、削減できるところはして

いただくというようなところで取り組み

を進めて、加速化していただきたく思いま

す。 

 市立集会所については、今後はどのよう

な見込みでお考えかというのだけ、もう一

度、聞かせてください。今後、人口減少に

合わせて減っていく見込みなのでしょう

か。その辺の見込みを教えてください。 

 ７番目、印刷製本費については理解しま

した。 

 ８番目、光熱費ですね。ＥＳＣＯ事業と

の関係で効果検証をされているというこ

とで、十分な削減効果も結構出ているのか

なというところで理解いたしました。あり

がとうございます。 

 ９番目、通信運搬費ですが、これもまた

料金プラン等、いろいろとあるかと思いま

すので、見直していただいて、少しでも減

額できればこれもいいのかなと思ってお

ります。 

 １０番目、特殊建築物、これも理解いた

しました。ありがとうございます。 

 １１番目、４９３件の利用があったとい

うことで、ありがとうございます。ただ、

今後、やっぱり電気自動車が普及して、ふ

えていく上で、今後の見通しというものを

お聞かせ願えればと思っています。 

 １２番目、車両管理事業については、こ

れも理解いたしました。 

 １３番目、情報化推進については、セキ

ュリティ研修について、執行されていない

ということは、令和３年度には実施してい

ただけるんですかねということで、再度、

お聞きしたいです。 

 １４番目、デジタル化の推進に関して、

予算としてふえていくのかというところ

について、やっぱり増加が見込まれるとの

ことでした。これはある程度、やむを得な

いと思いますので、推進していただければ

と思います。 

 １８番目、市税業務委託料、これも大体、

メリットについても説明していただいた

ので、これに関しては理解いたしました。

ありがとうございます。 

 コンビニ収納代行業務委託料に関して

なんですけども、月々の基本料金と委託料

とあったんですけども、取扱件数としては

実際にどれぐらいあるのでしょうか。また、

全体におけるコンビニ収納のパーセンテ

ージが今どのぐらいに上がっているのか

というところをお聞かせ願えればと思い

ます。 

 ２０番目、地図情報です。これも理解い

たしました。ありがとうございます。 

 ２１番目、データパンチについて、入力

のことなんですね。すみません、これは私

の勉強不足です。ありがとうございました。

理解しました。 

 ２２番目、電話催告の必要性なんですけ

ども、それは潜在的な滞納を防いでハード

ルを下げていくというところで理解いた

しましたので、これもありがとうございま

す。 

 基幹統計調査員報酬、これも国勢調査

等々、説明していただいたので、これにつ

いては理解しました。ありがとうございま

す。 

 ２４番目、水路管理事業と農業水路ポン
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プ管理事業ですけども、これも樋守の方と

か、常設の方とか、ポンプの方、いろいろ

説明していただいてありがとうございま

す。これも内容を理解いたしました。 

 水路台帳作成業務委託料についても、こ

れは最新のものに更新していく必要があ

るということで、内容を理解いたしました。

ありがとうございます。 

 ２６番目、水路清掃負担金についても、

協定に基づいて支払っているということ

で理解いたしました。ありがとうございま

す。 

 神安土地改良区負担金についても理解

いたしました。 

 ２８番目、土木維持作業業務委託料につ

いて、これもご説明いただいたので理解い

たしました。ありがとうございます。 

 ２９番目、地図情報システム保守点検委

託料について、今後一定額が必要というこ

とで、これも道路法に基づいたことだとい

うことなので理解いたしました。ありがと

うございます。 

 交通安全対策工事執行率については、千

里丘中央線歩道切下工事を実行されたと

いうことで、これも理解いたしました。ま

た、現場へ行って確認したいなと思います。 

 ３１番目、放置自転車等対策事業の指導

委託料、これはまた適切に執行されている

かどうかについては個別にお話しできれ

ばなと思います。 

 ３２番目、道路反射鏡点検保守委託料に

ついては、一応、設置基準等々は分かりま

したけども、どうしても私道と市道が混在

している場所、例えば阪急正雀駅前では、

道路の端のほうは私道であったりとかと

いうような場所がたしかあったと思うん

ですが、そういったところとかで、反射鏡

を電柱に付けておられるような部分があ

るのかなと考えていますので、それはまた

状況を見ながら、危険な箇所については対

応していただければと要望としておきま

す。 

 市内循環バスの運行補助について、これ

も理解いたしました。交通空白地帯が減っ

ているというような認識で私は捉えてい

ます。やはりどうしても別府にお住まいの

方から、別府地域だけ空白地帯になってい

るというのをよくお聞きしますので、そう

いったところがなくなっていけばなと思

いながらも、今後の利用者数の増加に取り

組んでいただければすごくいいかなと思

います。 

 訴訟等委託料についても、これもご説明

いただいたので分かりました。今後の推移、

また見守っていって、進展があったら、ま

たご連絡いただけると幸いです。 

 ３５番目、各駅前広場管理事業について

は把握できましたので、ありがとうござい

ます。 

 ３６番目のタブレットレンタル料なん

ですが、これ、１台に対しての金額として

は非常に高いんじゃないかなという気が

します。そんなに高額なタブレットが現状、

必要なのかなというところで、もう一度、

これはお聞かせください。 

 ３７番目、街路灯修繕事業ですが、街路

灯の数は１，０５０基あるということです。

令和２年度に５２基の点検をされたとご

答弁いただいたんですけども、今、街路灯

自体、考えて付けていただいていると思う

んですが、どうしても１か所だけすごく気

になっているのが、阪急正雀駅前の暗さな

んですよ。夜の時間帯ですが、阪急正雀駅

前は、駅前に商店があって、その商店の照

明で何とか明るさが確保されているとい

うのが現状だと思うんです。なので、街路
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灯によるものではないんです。商店が閉ま

ってしまったら、駅前はめちゃめちゃ暗く

なって、薄暗くて怖いです。その状況を一

回見ていただいて、阪急正雀駅前の明るさ

を確保していただければなと思います。要

望としておきます。 

 ３８番目、これも年度をまたいだためと

いうことでご答弁いただいたので、理解い

たしました。ありがとうございます。 

 ３９番目、交通バリアフリー整備事業に

ついて、これも理解いたしました。ありが

とうございます。 

 ４０番目、自転車通行空間整備事業につ

いて、これは未発注繰越ということで、残

りの整備をぜひ急いでいただければと思

います。 

 ４１番目、未就学児の移動経路対策です

が、ハンプの設置とかグリーンベルトの設

置ということでやっていただいたという

ことで、その内容は理解しました。あと１

点、要望としましては、これは地元の方か

らの要望が上がってるんですけども、正雀

本町２丁目なんですけど、割と道が広いん

ですが、信号が一つもないのが現状なんで

す。知っている人はそこを抜け道代わりに

してまして、かなり猛スピードで通り抜け

ていく車があるということを、地元の方か

ら相談を受けています。そういったところ

は、やっぱりハンプを付けていただくなり

して、スピードを出しにくいような状況に

していただいて、ぜひとも交通の安全を確

保いただくようにお願いします。多くの学

生が自転車で通るのをよく見かける場所

でもありますので、ハンプなどの対応をし

ていただければなと思います。これは要望

としておきます。 

 ４２番目のＰＣＢ処分委託料について

も理解いたしました。 

 続いて、４３番目の水路しゅんせつ事業

について、これも１１か所で行われたとい

うことで理解しました。引き続き、お願い

いたします。 

 ４０番目、残土等受入処分委託料も理解

いたしました。ありがとうございます。 

 モノレール駅可動式ホーム柵設置事業

ですが、本年１２月中ということで、また

楽しみにしています。 

 それから、空家所有者等調査委託料、こ

れも市役所であれば簡単に分かるものだ

というふうに僕は考えてしまっていたの

で、相続問題などもあるとのことです。コ

ストダウンができて、スピーディーに対応

できるというので、引き続き、継続してや

っていただければと思います。ありがとう

ございます。 

 ４７番目、多世代同居・近居についてで

すけども、これも３７件分ということで、

もっとこの摂津市に住んでいただける

方々がふえていただければと思いますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。 

 ４８番目、都市景観事業についても、こ

れもアドバイザーへの報償金ということ

で理解いたしました。 

 花とみどりの相談所の医薬材料費につ

いても、確かに言われてみれば必要ですよ

ねというところで、理解しました。ありが

とうございます。 

 公園管理委託料、これに関しても、５１

番目の公園等日常点検と併せて理解いた

しましたので、これも引き続きよろしくお

願いいたします。 

 ５２番目の砂、樹木等に関しても、適切

に執行されているのかなと思いますので、

これもまた引き続きよろしくお願いいた

します。 

 ５３番目、公園遊具の補修について、２
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０件で３３基補修したと言われているん

ですけども、これは将来的にＦＭ事業に統

合して運用していくということは可能な

んですかというところで、再度、質問させ

ていただければと思います。 

 ５４番目、今回、コロナ禍により中止に

なったため、執行率がゼロ％というご答弁

をいただいたんですが、今後もコロナはな

くなりませんし、やっぱりウィズコロナ、

アフターコロナを見据えて、今後の執行率

上昇のためのプランを教えていただけれ

ばと思います。 

 ５５番目です。避難所ごとの収容人数の

精査等々やっていただいたということで、

アウトプットを今後どのように見せてい

ただけるのかなということで、これも教え

ていただければと思います。 

 そして、防災士資格取得について、１２

名に対して助成されたということなんで

すけど、今後、執行率を上げる取り組みに

ついて、また内容を教えていただければと

思います。 

 ５７番目については理解いたしました。

ありがとうございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

 柳瀬課長。 

○柳瀬納税課長 それでは、質問番号２番、

コロナ禍におけます不納欠損の今後の見

込みにつきましてご答弁させていただき

ます。 

 本市の不納欠損額は、リーマンショック

後の平成２２年の８，８６７万円をピーク

に減少傾向にございます。近年では下げ止

まり傾向となりまして、約１，０００万円

から３，０００万円の間を推移している状

況でございます。今後もこの傾向で推移す

るものと思われますが、委員がご指摘のと

おり、コロナ禍の影響につきましては非常

に懸念されるところでございます。 

 市民税などの所得に応じて課税される

ものにつきましては、所得の減少に応じて

税額も減りますことから、不納欠損への影

響はある程度、限定的であるというふうに

は考えておりますが、固定資産税では、所

得の減少により住宅ローンの支払いが困

難となり、任意売却や競売で税の滞納から

不納欠損となるようなケースが今後増加

する懸念がございます。しかしながら、新

型コロナウイルスが今後どのように社会

経済に影響を与えるのか、これを想定する

のは、現地点では非常に困難ではございま

す。どのような状況になったといたしまし

ても対応できますよう適正な徴収を行っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 それでは、６番目の

今後の集会所の在り方についてのご質問

にお答えいたします。 

 集会所につきましては、地域の文化、福

祉の向上を図るとともに、市民が気軽に集

えるコミュニケーションの場として、これ

まで多くの自治会や老人クラブ、各種グル

ープ等の活動でご利用いただいておりま

す。 

 本市のようなコンパクトな市域の中で、

現在４９か所の集会所があることにつき

ましては非常に特徴的でありまして、本市

の強みであるとも考えております。その一

方で、集会所の多くは昭和４０年代から５

０年代にかけまして、本市の発展、人口急

増期に、地域の声、要望を受けて多くの設

置をしてまいりました。３０年、４０年以

上経過している施設がたくさんございま

すので、老朽化が進んでいるということも
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事実でございます。 

 昨年度末に公共施設等総合管理計画を

定めておりますので、公共施設の大規模改

修や更新の時期を迎える時期を見ながら、

長寿命化を図ってまいります。一方で、集

約化、複合化等も検討いたしまして、本市

の財政負担の軽減、平準化も図りながら、

今後の在り方について考えていきたいと

思っております。 

 続きまして、１１番目の次世代自動車専

用充電設備の今後の在り方についてのご

質問でございます。 

 こちらの充電設備につきましては、平成

２７年１月に設置をしておりまして、これ

まで多くの利用をいただいているところ

でございます。現時点につきましては、増

設の予定はございませんけれども、今後、

脱炭素化を進めていく国の大きな方針等

もございますことから、電気自動車等がふ

えていくといったことも予想されており、

今後の社会情勢の動きを注視しながら情

報収集等に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、質問番号１

３番、令和３年度における研修の開催見通

しについてのご質問にお答えいたします。 

 令和２年度におきましては、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から中止

をしたものでございます。 

 このセキュリティ研修に関しましては、

令和３年度も同様の予算を計上させてい

ただいております。新型コロナウイルスの

感染状況を確認しつつ、令和４年２月頃の

開催を考えておるところでございます。 

○三好義治委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、質問番号１

９番、コンビニ収納の取扱件数とコンビニ

の収納が全体の何％かというご質問にご

答弁申し上げます。 

 コンビニ収納の取扱件数につきまして

は、令和２年度では６万１，５２１件でご

ざいました。また、収納率ということでご

ざいますが、コンビニの収納ができる税目

が市府民税の普通徴収、固定資産税、都市

計画税及び軽自動車税（種別割）の税目に

なっておりますので、こちらの全体の収納

額に対するコンビニ収納額の割合という

ことで算出をさせていただきますと、約１

３％となっております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、３６番目

のご質問で、タブレットレンタル料、その

金額の内容、根拠についてでございます。 

 本市では、令和２年度から、先ほど申し

上げましたとおり、タブレット１台を運用

しております。そのレンタルの内容でござ

いますが、このタブレット機器本体に加え

て、大阪府のデータベースに接続いたしま

すそのデータ接続のライセンス料、またデ

ータ通信量、また、令和２年度は初年度で

ございますので、当初の初期設定費用を加

えたものを含めて３１万円程度、支出をし

ております。 

 このレンタルを利用している理由でご

ざいますが、本タブレットは大阪府データ

ベースに接続いたしますので、その認証作

業、セキュリティ対策が必要になってまい

ります。また、タブレットは屋外で使用い

たしますので、点検、巡視、災害時等の過

酷な環境で使用いたしますことから、機器

の故障や、あってはなりませんが紛失など、

そうしたときに、その代替機の支給あるい

は機器のロックをかけるといった保証の
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サポートも必要になってまいります。あと、

これに通信料も含めたパッケージとして

提供しているものがレンタルしかござい

ませんので、これを利用しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、５３番目

のご質問、遊具の修繕をＦＭの視点で一括

修繕できないかということに対してお答

えいたします。 

 公園の遊具の修繕につきましては、先ほ

ど答弁させていただきましたとおり、年１

回の専門家による定期的な総点検や公園

等日常点検業務委託による日々の点検を

実施の際に、損傷や劣化異常などが確認さ

れた段階で修繕を実施する事後保全型の

管理が基本となっております。しかしなが

ら、清掃等の日常の維持保全は行っており

ますが、公園開園時に設置されてから修繕

や取り替えが行われていない遊具、修繕や

取り替えから年数が経過しているものに

ついては老朽化が進んでおります。このこ

とから、今後は遊具の劣化や損傷を未然に

防止するため、委員がお示しのとおり、Ｆ

Ｍの視点での一括修繕を検討していく必

要があるとは考えております。 

 今後につきましては、安全性のみならず、

維持管理費の平準化等、経済性も考慮し、

公園施設全体の長寿命化計画策定などを

検討し、適切な対応をしてまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

５４番の２回目のご答弁でございます。 

 まず、自主防災組織の支援事業の執行率

を上げる手立てということでございます

が、この事業はあくまでも自主防災組織の

皆様のご活動に要する物品や消耗品の購

入費用を支援するというものでございま

す。そのため、執行率を上げるためには、

それぞれの自主防災組織の皆様に、さらに

一層、活発にご活動いただくことが必要と

なってまいります。このため、例えば自主

防災組織の場面で、ちょっと今までと違う

凝った訓練を我々の市のほうからご提案

させていただいて、皆さんに積極的にご参

加いただくでありましたり、例えば３世代

で参加いただけるように、小学校の子ども

たちにこういう訓練もありますよ、ご家族

みんなで一緒に来てくださいねと呼びか

けをするなどの工夫で、何とか参加率を上

げまして、この執行率も上げてまいりたい

と考えております。 

 続きまして、質問番号５５番でございま

す。防災対策事業の中の避難行動等検討業

務委託料のアウトプットの見せ方という

ことでございました。 

 この委託業務なんですけれども、広域避

難を進めます上で、いろんな近隣自治体等

への働きかけに使う基礎データでござい

ますので、この委託内容をそのまま市民の

方に見ていただくというものとはまた少

し系統が違うかなと考えております。最終

的な目標は、広域避難が出来上がるという

ところでございますので、そちらに向けて

努力をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号５６番、防災士資

格取得の助成金について、これも執行率ア

ップの方策はというお問いでございます。 

 この制度につきまして、半額の補助があ

りますよというのが市民の方に広く知れ

渡っているのかといいますと、どうなのか

なというところもございますので、さらに

市のホームページでありましたり広報誌、
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また出前講座、いろんな場面で市民の皆さ

んにこういう制度がありますよというの

をＰＲしてまいりたいと考えています。 

 また、主催されています団体のホームペ

ージにも助成金を実施している市町村と

いうことで、掲載いただいておりますけれ

ども、引き続きお願いしてまいる所存でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 コロナ禍での収入の減によって、払えな

いとか、滞納だとかというのは限定的だと

理解しました。固定資産税は影響が出るん

じゃないかということはやっぱり考えら

れるので、これもいろんなパターンがある

かと思いますけども、できる限り不納欠損

を減らして、しっかりと納税していただく

という意識を皆さんに持っていただくよ

う、要望としておきます。 

 続きまして、今後の集会所ですね、やっ

ぱり統合化もあり得るということで、少し

寂しい気もしますけども、そういうことも

踏まえながら、そして市の施設の長寿命化

なども図りながらも、しっかりとまた考え

ていっていただければと思います。 

 次世代自動車設備ですが、これもやっぱ

り時代の流れで、必ず今後は必要になって

くると思いますので、これは早いうちに、

早い段階で増設の予定を組んでいただき

たいと思います。 

 続きまして、セキュリティ研修について

ですけども、令和４年２月となると、来年

ということで、早ければ早いにこしたこと

はないと思いますので、早く実施していた

だいて、本市のセキュリティ強化に努めて

いただければと思います。 

 コンビニ収納については、件数がすごい

多いなと思ったんですけど、率としては１

３％ということで、そんなものなんだと拍

子抜けをした感もあるんですけど、僕なん

かもコンビニ収納だったら大歓迎です。や

っぱり便利な方向にどんどんシフトして

いくべきだと思いますので、今後も引き続

き、積極的にＰＲしていってくれればと思

います。 

 続いて、タブレットです。基本的に、す

ごい大切なものだということは分かるん

ですが、これほど高額なものを見たことが

ないというのが正直な感想です。これをレ

ンタルして活用していくということで、な

かなか難しいところがあるんじゃないか

と思いますので、今後もまた注視していき

ます。 

 それから、公園の遊具補修です。ご答弁

にもありましたけど、いろいろと、全体に

関してはＦＭの考え方も取り入れれば、古

いものは自動的に修繕されていくのかな

と思いますので、またよろしくお願いしま

す。 

 それから、５４番目、自主防災組織の取

り組みをどうやって上げていくか、こうい

ったことも呼びかけしていただいて、また

市から積極的に提案していただいて、執行

率を上げていただくというような形でや

っていただければと思います。 

 ５５番目、アウトプットに関してですけ

ども、できれば何らかの見える形で出てき

たら、私的には非常に嬉しいなと思いなが

らも、取扱注意な部分も結構あるかと思い

ますので、これもまた、市民の安全・安心

を守っていく努力は続けていただければ

と思います。 

 防災士資格取得の助成に関してですけ

ども、これも、また私も協力させていただ

いて、こういった取り組みをやっています
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よということで一助できればと思います

ので、今後も引き続きよろしくお願いいた

します。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○三好義治委員長 次に、福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、課ごとの順番

でやっていきたいと思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 最初に、１番目、歳入ですけど、決算書

２８ページ、款１市税、項１市民税の中の

法人の収入済額についてですけれども、決

算概要１７ページを見ますと、収入割合と

いうのが８５．１％ということで、ちょっ

と低いのかなと思いました。過去２年分を

見ますと、２年とも９９％台ということだ

ったんですね。この辺の低くなった原因と

いうところでお聞きをしたいと思います。 

 それから、２番目は決算概要の６６ペー

ジですけれども、先ほど課税業務の委託に

ついて聞いておられましたけども、もう一

度、外部委託されたことについての内容と

その効果について、確認の意味でお聞きし

たいと思います。 

 次に、資産活用課になります。決算概要

５２ページ、款２総務費、項１総務管理費

の中のＦＭ推進事業について、摂津市公共

施設等総合管理計画が改訂をされました。

どのように活用されるのか、その進め方に

ついてお聞きをしたいと思います。 

 次は、情報政策課になりますね。４番目

です。決算概要５４ページ、情報化推進事

業の事務の効率化ということで、ＲＰＡを

導入されたとお聞きしました。前年には実

証実験をされたということで、その効果が

見えたことから、令和２年度は本格的に実

施されたということですが、どの課が使わ

れて、どのような効果があったのか、お聞

きをしたいと思います。 

 次に、防災危機管理課ですね、５番目に

なります。決算概要５６ページのＬＥＤ防

犯灯等防犯推進事業について、新規で２１

灯付けられたということでありました。事

務報告書の５５ページに関西電力の柱、Ｎ

ＴＴの柱と記載されていますが、この柱に

ついて、何か違いというか、金額に違いが

あるのか、その違いの部分がありましたら

教えていただきたいと思います。 

 それから、次は防災対策事業についてで

すけれども、決算概要１３８ページ、浸水

被害の疑似体験ができるＡＲ機器を導入

されたと聞きました。防災訓練に活用する

ためということで、去年はコロナ禍で実際

は使えなかったんですけども、何台ぐらい

導入されているのかということをお聞き

したいと思います。 

 それから、迅速に避難所開設をするため

の鍵ボックスの設置をされたとお聞きを

しました。事務報告書５６ページには、８

月に職員１２０人が取り組まれたといっ

たことの記載がございましたので、この鍵

ボックスの訓練、職員のお声、どんなもの

であったかお聞きをしたいと思います。 

 それから、柳田地区、鳥飼西小学校の地

域版防災マップ作成が、これも去年は中止

になったということで、令和３年度も中止

をされたのかということも含めて、現在、

作成済みは何か所になっているか、お聞き

をしたいと思います。 

 それから、７番目は、先ほどもありまし

た防災士資格取得の件、１２名いらっしゃ

ったということでお答えがありました。１

２名の内訳というか、年齢的なこととか、

男女比とか、その辺が分かれば教えていた

だきたいと思います。 

 それから、８番目は水みどり課になりま

す。決算概要１１２ページの農業水路管理
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事業の中にあります水路台帳と水路網図

を整備されるということで、３年間をかけ

て実施されるということでありましたの

で、この３年間の取り組みについて教えて

いただきたいと思います。例えば、令和２

年度が初年度で、そこから３年間で均等に

するものなのか、そういったことで結構で

すので、教えていただきたいと思います。 

 ９番目は、決算概要１３０ページにあり

ます目３緑化推進についてですけれども、

緑化推進の中では誕生記念植樹祭がござ

います。残念ながら、令和２年度は実施を

せずにお花を配られたということであっ

たと思います。事務報告書２３９ページに

記載がありますが、６８本を配布されたと

いうことなんですけども、ウメ、サザンカ、

モチノキということなので、これは鉢植え

の木を配られたんですかね。いつもだった

ら、鉢植えのお花をもらって帰ってくると

いうイメージがあったんですけども、そこ

を教えていただけたらなと思います。 

 それから、１０番目は公園管理費の中の

公園遊具補修事業についてですけれども、

事務報告書２４２ページ、補修点検を早め

に行うことで事故にならないようにする

ことは大変必要なことだと思います。先ほ

どのご答弁にもありましたので、その辺は

分かっているんですけども、一方で、遊具

が少ないといった近隣の方のお声がござ

います。私が聞いているのは、庄屋公園な

んですけれども、庄屋公園周辺は新しく住

宅が建設されて、子どもが多い地域でもあ

りますので、その点について、ほかにもそ

ういう公園があるかどうかは私も全部を

知っているわけではありませんので、私と

しては庄屋公園について、今後、公園の遊

具の設置、お考えがあるかどうかお聞きし

たいと思います。 

 それから、次は道路交通課ですね。１１

番目、決算概要１１８ページの交通対策の

中にあります交通安全啓発事業について、

運転免許証を自主返納された高齢者の方

で希望者にはリユースをした自転車が提

供される事業があったと思います。人生１

００年ドライブですけれども、この中身の

実績と、事業の評価というのをお聞きした

いと思います。 

 １２番目は、決算概要１２４ページの交

通安全対策に関わることで、正雀南千里丘

線外２路線道路改良事業ですけども、用地

取得がこれから進んでいくと思いますけ

ども、この地権者というんですかね、何軒

というか、何人いらっしゃるのか、お聞き

したいと思います。 

 １３番目、決算概要１２４ページにあり

ます未就学児童移動経路対策事業、これも

先ほど塚本委員が聞かれましたけれども、

大津市の事故がきっかけで、園児が集団で

通るところについて、安全対策工事が進め

られたということだったと思います。こう

いった事故がありますと、国からの通知な

どがあると思うんですけど、今年に入りま

して、八街市で起こった小学生の事故、こ

れは飲酒運転をしていたトラックが突っ

込んでいったという事故だったと思いま

す。これもまた点検してくださいという話

があるかもしれませんけども、過去には、

亀岡市で集団登校中に無免許運転の人が

突っ込んだというようなことがありまし

た。通学路について、歩道がラインだけで

確保されている危険な場所というのは摂

津市内にもたくさんあると思います。当然、

運転手はルールを守らなければいけない、

これは当然でありますけども、子どもたち

の交通ルールを守る機会というのについ

て、何か検討されていないか、お聞きをし
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たいと思います。 

 それから、次は１４番目、決算概要１２

２ページ、これは道路管理課です。一つは、

車両管理事業の中で、道路というのは生活

するために大変必要でありますし、災害が

起こったときにもそういった避難経路と

して使われるところであります。そのため

の維持管理というのは必要なんですけれ

ども、令和２年度はどのように取り組まれ

たのか、またパトロールの車があると思う

んですけども、その辺の取り組みで、何か

改善されていることがあったらお聞きを

したいと思います。 

 それから、１５番目、決算概要の１２２

ページ、橋梁長寿命化修繕事業なんですけ

れども、摂津市内には川・水路が１７３あ

るとお聞きをいたしました。橋梁も道路と

同じく管理していかなければいけないも

のだと思いますけども、令和２年度の橋梁

修繕の内容について、お聞きをしたいと思

います。 

 それから、１６番目ですけども、決算概

要１２４ページにあります道路床板修繕

事業のことについてです。正雀本町２丁目

の安威川右岸２号線というところで、水路

上のコンクリート部分の床板が破損をし

て陥没したといった事案だったと思いま

す。この修繕について、今のところの進捗

状況をお聞きしたいと思います。 

 １７番目は、建築課に係る部分ですね。

決算概要１２８ページの都市計画総務費

の中にある多世代同居・近居支援事業につ

いて、住宅取得の支援ということで、先ほ

ども質問がありました。事務報告書２４５

ページにも３７件の実績というのがあっ

たんですけども、これを利用された方のお

声といいますか、あと、また今後、どうい

うふうにこういった事業をＰＲされてい

るのかについてお聞きをしたいと思いま

す。 

 １８番目は、決算概要１２８ページにあ

ります震災対策推進事業についてですけ

れども、木造住宅の耐震診断補助額、消費

税分をアップされたとお聞きしましたが、

事務報告書２４６ページの中に交付状況

が載っておりました。平成３０年度を境に

減ってきているのかなと思うんですけど

も、今後、どのように取り組んでいかれる

のかについてお聞きをしたいと思います。 

 それから、１９番目、都市計画課ですね。

決算概要１２６ページにありますモノレ

ール駅可動式ホーム柵設置事業について、

これも先ほどお聞きになられましたので、

私のほうからは、モノレールの駅は着々と

進めていかれて、各自治体が補助金を出し

てというところなんですが、今後、阪急京

都線連続立体交差事業が進んでいく中で、

阪急摂津市駅が高架化されるときに、この

柵の設置というのを市として要望される

のかどうか、その辺のお考えをお聞きした

いと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 福住委員、最後のホー

ム柵の件というのは決算やから、できる範

囲では答弁してもらうけども、その辺は質

問者も配慮は頼みますね。 

 それでは、答弁を求めます。 

 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、福住委員の

市民税課に係るご質問にお答えいたしま

す。 

 質問番号１番、決算書２８ページ、法人

市民税に係ります収入の割合の低い原因

とのご質問でございました。 

 法人市民税につきましては、事業が終わ

ったその１年間分を確定申告ということ
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で申告をしていただいて、納付いただくと

いうような状況でございますけれども、令

和２年度につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響がございまして、そ

の前の年では収益があったという法人の

場合でも、その次の年、支払いをしなけれ

ばならないときにつきましては、支払いを

するのが非常に難しいと、困難な状況であ

るというようなことが起こったことが要

因であるかと思います。こちらは、特例的

に徴収猶予という形を令和２年度で市の

対策として取っております。そのところで

収入が入ってこない部分がございました

ので、収入の割合がその前の年と比べて低

くなっているということでございます。 

 次に、質問番号２番、決算概要の６６ペ

ージ、課税事務事業の中の市税業務委託料

につきまして、委託の効果ということのお

問いでございました。 

 こちらにつきましては、先ほど塚本委員

のご質問の中で委託に至る経緯の中でも

ご答弁させていただきましたけれども、個

人市民税の当初課税事務の時期などにつ

きましては、一定期間に膨大な課税資料の

整理、データ入力及びその照合など、ピー

ク時に合わせて必要な人員配置を行うこ

とをできるようになったということで、委

託ができることにより、職員の負担軽減を

図れたことが一番大きな効果であったか

と思います。また、この委託につきまして、

複数年の契約ということをいたしました

ので、これについてはこれから効果が出る

かと考えておりますけれども、業務の継続

性を図ってノウハウの蓄積を活かした効

率性のメリットが出てくるものと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 それでは、資産活用

課に係りますＦＭ推進事業についてのご

質問にお答えいたします。 

 令和２年度末に公共施設等総合管理計

画の改訂版を策定させていただいたとこ

ろでございます。その中で、現在の進め方

についてのご質問内容であったと思いま

す。今後の計画期間でありますけれども、

平成２９年度初版のときから１０年間と

なっておりまして、その中で再編対象施設

の仕分けを行うということで、赤丸を付け

させていただいている施設について、そこ

が今後５年間で長寿命化を含めた再編の

検討を行っていくことになっておりまし

て、施設の該当する所管課とソフト面、ハ

ード面について、それぞれ評価シート等で

ヒアリングも実施しながら現在進めてい

るところでございます。また、その中で２

００平米以上の施設、つまり市域での中心

となる学校施設であったり社会教育施設

が該当するわけでございますけれども、そ

の大きな施設の躯体劣化度調査も現在、実

施させていただいております。その評価結

果も参考にしながら、周辺の小規模な施設、

例えば集会所であったり、福祉関係の施設

であったり、そういったところを今後、集

約化、複合化できるかといったところも検

討しながら、また庁内で全庁的に議論する

場として、ＦＭ推進会議というものも設け

ております。そのような場で議論しながら、

意思決定をして進めていくという流れで

現在、行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、質問番号４

番、ＲＰＡの導入、その効果についてのご

質問についてお答えをさせていただきま

す。 
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 委員がご指摘のとおり、令和元年度にＲ

ＰＡ実証実験をさせていただきました。こ

の一定の効果を受けて、令和２年度におき

まして、ＲＰＡのライセンスツールを基幹

系端末２台にセットアップを行い、各課に

おいて利用ができる環境を整備させてい

ただいたものでございます。 

 令和２年度におきましては、基幹システ

ムを利用する６課におきまして、１５業務

でＲＰＡを利用した処理が行われており

ます。一例を挙げますと、市民税課では特

別徴収異動届出書の自動入力、寡婦調査、

こども教育課では保育所入所手続申請デ

ータの管理システムの登録、国保年金課で

は資格情報照会リスト、７５歳資格喪失リ

ストなどに利用がされ、年間約５２６時間

が削減された結果が出ております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

５番でございます。事務報告書５５ページ

にございますＬＥＤ防犯灯、関電柱とＮＴ

Ｔ柱の取り付けについて何か違いはとい

うお問いでございます。これにつきまして

は、それほど大きな違いはないというふう

に感じております。ただ、強いて言いまし

たら、関電柱のほうだけなんですけれども、

市が防犯灯を付けたいというふうに関西

電力へ申し出ましたら、ごく稀ですけれど

も、この電柱は変電器等の特殊な機材が付

いているので、この電池は勘弁いただきた

いというお答えが返ってくる場合がござ

います。 

 続きまして、質問番号６番でございます。

浸水被害がリアルに体験できるＡＲ機器

でございます。これは、ゴーグルのような

形で、そのゴーグルの中をのぞきましたら、

想定浸水被害を視覚的に疑似体験できる

というような体験型のゴーグルなんです

けれども、残念ながら令和２年度は全ての

防災訓練等々がコロナ禍のため中止とな

りましたので、まだ市民の皆様にはご活用、

体験いただいておりません。なお、購入は

１台でございます。 

 続きまして、鍵ボックスの件、事務報告

書５６ページでご報告させていただいて

おります。令和２年８月の上旬から下旬に

かけて、全ての避難所で市職員計１２０名

ほど参加いたしまして、いろんな訓練を行

いました。その中での感想はということで

すけども、すみません、残念ながら、この

実施した期間中に、鍵ボックスはまだ、設

置できておりませんでした。こちらは、鍵

ボックスなしで訓練させていただいてお

ります。その中で、特に力を入れましたの

は、備蓄場所、各避難場所によって違いま

すが、こういうものが備蓄されていますよ

というふうに職員に一つずつ確認してい

ただきました。また、参加した職員の感想

なんですけども、訓練した去年の８月当時

は、班長が一番乗りにならなあかんという

ところがありましたので、各避難所の班長

だけが鍵を持っていたため、班長が到着し

ないと鍵が開かない状況でした。鍵ボック

スの設置により、これで誰が１番について

も開けられることとなり、よかったとのお

声をもらっております。 

 続きまして、地域版の防災マップ、令和

２年度は柳田校区と鳥飼西校区で予定し

ておりました。これもコロナ禍で中止にな

りまして、今年においても地元から開催は

辞退したいという申し出を頂戴しており

ます。なお、この地域版のハザード防災マ

ップ策定した団体なんですけども、当初、

小学校区という単位ではやっておりませ

んでした。現在は小学校区でやるケースが



- 40 - 

 

多いんですけども、自治会単位で集計いた

しました分では、１０５自治会のうち、策

定したのは５０自治会でございます。 

 最後に、質問番号７番でございます。防

災士資格取得につきまして、１２名の補助

をいたしました。その性別等々、内訳はと

いうお問いでございました。１２名のうち、

男性が９名、女性が３名でございます。あ

と、年齢というお問いでございましたが、

すみません、詳細な年齢までの資料を持ち

合わせておりませんが、この１２名のうち、

高校生の方が１名おられました。残りの１

１名の方は成人の方でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課に関しますご質問、決算概要１１２ペー

ジの農業水路管理事業における水路台帳

作成業務委託についてお答えします。 

 本委託でありますが、期間といたしまし

ては３年間の複数年契約を結んでおり、作

業内容の内訳としましては、令和２年度に

おきましては既往資料の収集、整理並びに

内容の検証により基礎となる図面の作成

を行っております。令和３年度から令和４

年度にかけましては、整理したその資料と

基礎図を基に現地確認や測量を行い、水路

網図並びに台帳を完成させてまいります。 

 続きまして、質問番号９番、決算概要１

２０ページの緑化推進事業、誕生記念植樹

祭についてお答えいたします。 

 まず、誕生記念植樹祭は、摂津市内で生

まれた新生児の誕生を祝うイベントとし

て毎年４月と１０月に開催しており、その

際に記念樹として桜を参加者と一緒に、近

年では明和池公園に植樹しております。令

和２年度におきましては、委員のおっしゃ

るとおり、４月に全国に対し緊急事態宣言

が発出されたことから、コロナ禍が続くこ

とを踏まえ、春・秋ともに開催を中止いた

しましたが、逆に大勢が参加することなく

できるイベントはないかと考えまして、そ

の結果、植物を配した記念品を贈呈する式

典を市庁舎前駐車場にて開催いたしまし

た。ご参加いただけたお子様に対して、本

を開いた形を模したモルタル造形に多肉

植物を配布し、お子様一人一人のお名前を

明記したものを記念品として、対象者７４

名のうち６７名に贈呈いたしております。

また、記念品を希望されなかったお子様に

対しては、梅、サザンカ、モチノキの記念

樹を配布いたしております。なお、明和池

公園には参加者の皆様の代わりに、市にお

いて記念樹である桜を植樹しております。 

 １０番目のご質問、決算概要１３０ペー

ジ、公園遊具の補修事業の修繕についてお

答えいたします。 

 委員から質問のありました庄屋公園に

公園の遊具が少ないということでありま

すが、遊具につきましては、大型遊具、や

はりこれについてのご要望はございます。

ただ、遊具につきましては、設置において、

子どもの落下や飛び出し等の安全性を最

優先とした遊具を選定する必要があり、ま

た、限られた予算で数多くの対策も必要で

あることから、公園遊具の更新時には複合

遊具など遊びの機能や人気といった視点

も考慮し選定していく考えであります。 

 また、それと同じように、未就学児のお

子様が遊べる遊具が少ないという声も寄

せられております。これにつきましては、

令和元年度よりブランコの修繕あるいは

取り替え時にバケット型ブランコ、いわゆ

るおむつ型ブランコというものなんです

が、こういった遊具を設置して、令和元年

度におきましては市場池公園に初めて付



- 41 - 

 

けさせていただきました。実際、見てみま

すと、やはり遊んでいただいているお子様、

保護者様も多くおられ、好評を得ていると

実感しております。令和２年度におきまし

ては、ふるさと公園や神崎川緑地公園、こ

ういったところのブランコも更新してお

ります。庄屋公園におきましては、小さな

お子様、未就学児のお子様が遊べる背の低

い滑り台、これを１基設置させていただい

ており、ここでも遊んでいただいている光

景を見させていただいております。 

 大型遊具、未就学児用遊具ともに、今後

も地域の特性やニーズ、あるいはそういっ

た要望のお声を聞きながら設置のほうを

進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは福住委員の

まず１１番目のご質問、人生１００年ドラ

イブの実績、評価についてお答えさせてい

ただきます。 

 人生１００年ドライブにつきましては、

令和２年４月から受け付けを開始しまし

て、１０月末時点で７７名の申し込みがあ

りました。その中で、第１回譲渡式には、

譲渡する自転車台数から５０名の方に対

しまして開催案内を通知し、１１月１９日

にモノレール摂津駅前の放置自転車等保

管事務所前にて開催させていただき、３７

名の方が参加しております。 

 自転車の譲渡式当日は、参加者自らが自

転車を選んでいただいた後、本市及び大阪

府自転車軽自動車商業協同組合のご協力

によって、防犯登録や自転車保険加入の説

明を行ったほか、自転車を施錠するワイヤ

ー錠をお渡しさせていただき、お渡しした

自転車に乗って実技講習も行っておりま

す。自転車の安全利用五則を伝え、交通ル

ールの指導も行わせていただきました。 

 参加者からは、運転免許証を返納し、行

動範囲が狭くなって困っていたが、こうや

って自転車が頂けてありがたいというお

声や、安全走行に努めながら、これから自

転車生活を楽しみたいなどのお声を頂い

ております。当日は、報道各社も取材に訪

れて、高齢者の運転免許証自主返納のＰＲ

効果にもつながったと考えております。 

 続きまして、阪急正雀駅前の道路改良に

つきましての地権者の人数ということで

ございますが、まず建物の物件につきまし

ては、現場には１０棟ございます。土地の

所有者につきましては、共有名義等もござ

いますので、延べで１３名の方と１法人と

いう内容となっております。 

 それから、続きまして未就学児移動経路

対策事業に伴いまして、園児・児童への交

通ルールを守ることについての取り組み

ということでございますが、これまでに摂

津警察署及び摂津交通安全自動車協会と

ともに、春・秋の全国交通安全運動の期間

を初めとしまして、まず小学３年生に対し

ましては、市内１０校に自転車の乗り方の

指導、交通安全教室を実施しております。

５歳児の園児等に関しましても、市内にあ

る幼稚園等に出向きまして、歩道の渡り方

とか、そういった安全教室を開催させてい

ただいておりますが、令和２年度につきま

しては、コロナ禍の関係もございまして、

事務報告書２６１ページに記載させてい

ただいております交通安全教育の実施状

況としまして、二つの保育園のみではあり

ますが、園児への交通安全指導教室を開催

させていただいております。 

 現在は緊急事態宣言も解除になってい

ますので、今後はできるだけ多くの園児等

にも交通安全のルールについて教室を開
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いて啓発していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、委員の１

４番目のご質問の車両管理事業ついてお

答えいたします。 

 本市の管理する道路は、認定道路が約２

００キロメートルございますが、道路パト

ロールに使用しておりました車両は老朽

化が進み、継続的な使用が困難となったこ

とから、令和２年度はバンタイプの軽自動

車を購入し、道路パトロールに使用してお

ります。 

 道路パトロールは、職員２名で車両によ

る巡回を行っており、市内を５ブロックに

分けまして、週５日、１週間で一巡するよ

うに実施しており、車両が通行できないと

ころについては、必要に応じて、徒歩での

パトロールも行っております。 

 パトロール車には資機材を積み込み、発

見した道路損傷はその場で応急処置し、さ

らに必要な処置があれば、土木維持作業業

務委託との連携、また修繕工事の発注によ

り対応をしております。 

 このほかに、効率的なパトロールの実施

に向けての取り組みということでござい

ますが、道路利用者からの道路損傷情報の

収集をこれまでの電話や市ホームページ

に加えまして、ＬＩＮＥを利用した損傷情

報の受け付けを令和２年１０月より行っ

てまいりました。これにつきましては、Ｌ

ＩＮＥ社の情報管理上の懸念が示された

ため、令和３年３月に一時停止をしており

ましたが、本年１１月１日より新たに行政

手続をデジタル化するための総合プラッ

トフォームであるロゴフォーム、これを利

用いたしまして、情報収集を再開しており

ます。ロゴフォームへは専用ＵＲＬやＱＲ

コード、これまでの摂津市ＬＩＮＥ公式ア

カウントからでもアクセス可能で、道路損

傷の情報収集の強化により維持管理の充

実を図っております。 

 続きまして、橋梁長寿命化修繕料の令和

２年度の内容についてでございます。 

 令和２年度の橋梁修繕でございますが、

これにつきましては、橋梁長寿命化修繕計

画に基づきまして、香露園と学園町１丁目

にかかる柳田橋及び鳥飼野々３丁目地内

の水路橋、鳥飼本町２丁目の水路橋の計３

橋の修繕を実施しております。 

 修繕の主な内容といたしましては、橋梁

ジョイント部の伸縮装置の交換、コンクリ

ート部材の欠けた箇所の断面修復、ひび割

れの補修、また鏡面の防水、表面保護剤の

塗布、橋梁の塗装などで、工事期間は約４

か月、工事の費用につきましては約５，４

００万円でございます。 

 続きまして、正雀本町２丁目におきまし

て、床板の老朽化による修繕の内容につい

てでございます。 

 令和２年度は、道路床板修繕事業におき

まして、正雀本町２丁目の老朽化した床板

の修繕を実施しております。延長約２７０

メートルにわたり、隣接する緑道を活用い

たしまして、床板の修繕により３箇所のア

クセス路を設け、歩行空間を確保するとと

もに、安全柵を設置いたしまして、通行者

の安全を確保しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、１７番目の

お問いの多世代同居・近居支援補助金に関

わります利用者のお声並びにＰＲの内容

についてというお問いでございました。 

 先ほど塚本委員のご質問にも答弁申し

上げましたが、事務報告書２４５ページに
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記載のとおり、令和２年度は執行させてい

ただいたところでございます。 

 令和２年度におきましては、電話窓口で

の相談お問い合わせの状況が１４０件を

超える状況でございました。この部分で、

かなりご好評をいただいている部分は確

かに我々も実感いたしているところでご

ざいます。 

 それにより、ＰＲといたしまして、広報

課のシティプロモーションの取り組みの

一環といたしまして、令和２年３月に、広

報誌のほうで特集記事を組んでいただき、

ホームページの掲載であったり、令和２年

に行われた夏のサマージャンボ宝くじの

うちわにも掲載をいただくなど、かなり広

く制度の周知が図れたものと感じており

ます。また、市民課の転入者向けチラシの

中にも本制度のチラシを入れさせていた

だくとともに、この制度を広く知っていた

だくために、不動産事業者などにも広く知

らしめるような形で取り組みを進めさせ

ていただいたところでございます。 

 令和３年１０月末現在でございますが、

２４件の申請をいただいているところで

ございまして、住宅の取得が１７件、リフ

ォームはまだゼロ件でございますが、転居

が７件という状況でございます。 

 続きまして、震災対策推進事業、耐震診

断補助金の内容で、令和２年度から補助金

の額が４万５，０００円から１件当たり５

万円、５，０００円の引き上げをさせてい

ただきました。平成３０年度に大阪北部地

震がありましたが、そのときには３５件の

申請がありました。その後は減少傾向であ

るという内容でのお問いであったかと思

うんですが、こちらにつきまして、５，０

００円の引き上げをさせていただいたの

は、消費税の増税分で、診断士が実際、調

査する内容についての増分を引き上げさ

せていただいたところでございます。３年

前に比べますと、やはり所有者の耐震化に

対する意識が若干低下傾向であるという

ことは否めないのかなというふうに、原課

といたしましても認識はいたしておると

ころでございます。 

 そのような中で、新型コロナウイルス感

染症拡大ということで、この感染症が広が

る前は、例年、市民の自由参加をいただく

耐震のフォーラム、これは、ＮＰＯ法人の

ご協力もいただいて、大阪府と連携して対

応させていただいた内容があったんです

が、そちらも休止せざるを得ない状況とな

りました。いろいろ制約がある中ではあり

ましたが、固定資産税課のご協力で、固定

資産税納付通知に啓発チラシを同封いた

だいたりだとか、あと、先月１０月１８日

から２週間開催させていただいておりま

すが、耐震の啓発パネル展示、これは、大

阪府と連携の下で実施させていただいて

いるような形でございます。それと併せて、

チラシを自治会内で回覧もいただくなど、

啓発に取り組んでおるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 杉山課長。 

○杉山都市計画課長 それでは、１９番目

のホーム柵設置についてのご質問にお答

えします。 

 ホーム柵設置につきまして、国は１日当

たり利用者数１０万人以上の駅を優先整

備する考えを示しております。 

 ＪＲ西日本では、新幹線の主要停車駅や

在来線の乗降１０万人以上の駅などで整

備を進められております。阪急電鉄では、

平成３０年度に十三駅、令和２年度に三宮

駅で設置されております。 
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 大阪モノレールでは、先ほど塚本委員の

ご質問に答弁いたしましたとおり、全ての

駅で設置を進められており、南摂津駅、摂

津駅でも設置されますが、市内のＪＲ千里

丘駅、阪急正雀駅、阪急摂津市駅につきま

しては、先ほど申しましたとおり、乗降１

０万人以上といった利用者数の多い駅を

優先されている状況を踏まえますと、すぐ

に設置される状況ではないと考えており

ます。しかしながら、委員がご指摘の阪急

摂津市駅につきましては、連立事業による

駅舎の高架化に合わせてホーム柵が設置

できないか、機会を捉えて、担当課と連携

して協議してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後３時１１分 休憩） 

（午後３時３１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 質問番号１番です。法人市民税の収入に

ついて、低くなった内容については理解い

たしました。コロナ禍の影響で減収した企

業と、影響がないまたは増額ができた企業

といった様々な結果はありますけれども、

納税義務は当然あることから、こういった

状況を踏まえて、厳しいまたはこれから厳

しくなってくるかもしれない企業に対し

ては相談等にもしっかり寄り添っていた

だくようお願いし、要望とさせていただき

ます。 

 次に、２番目の市民税課の各種課税事務

の外部委託につきましては、中身について

理解できました。正職員の方というのは、

基本的に移動というのがあります。それに

よって配属年数にもばらつきがあります

ので、こういった複数年で委託業者に業務

を任せるということは、仕事を進めるに当

たってはよいのかなと思います。特に１月

から５月の繁忙期になりますと、どうして

もストレスといったものもかかってまい

りますので、委託する効果というのは大き

いと思っております。どうかしっかりと進

めていただきたいということを要望いた

します。 

 一つは、平成３０年度に税の誤還付とい

ったことがあって、令和元年１０月にその

ことが発覚し、このことについてはいろい

ろと訴訟になっておりますけれども、この

こと自体を受けて、この課として人材育成

といったことについて今後どのように取

り組まれるか、そのことだけお聞きをして

おきたいと思います。 

 ３番目、資産活用課につきましてのＦＭ

事業については、１０年間の計画というこ

とであります。１０年間というのはやっぱ

り長いのかなと思いつつ、これからもＦＭ

推進会議でしっかりと取り組んでいただ

くよう、このことも要望とさせていただき

ます。 

 ４番目、情報政策課におきまして、６課

１５業務、ＲＰＡを導入して、大きい小さ

いはあるけれども効果が少し出てるとい

ったことがありました。このＲＰＡが使え

る職員というのはこれから広げていくこ

とも必要かと思うんですけれども、そこに

ついての課題等がありましたらお聞きを

したいと思います。 

 ５番目、防災危機管理課についてのＬＥ

Ｄ灯の設置について、特に差はないといっ

たことがありました。このことについては

分かりましたので、結構でございます。 

 防災対策事業についてですけれども、Ａ
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Ｒ機器が早く使えるときが来ることを楽

しみにしておりますので、やっぱりこうい

った疑似体験ができるということは効果

がありますし、特に子どもなんかはすごく

興味を持ってもらえるのかなと思います

ので、どうぞよろしくお願いをいたします。

これも結構でございます。 

 それから、鍵ボックスについて、訓練を

したということで、その時点で鍵ボックス

はなかったけれどもその後に設置された

ことで、班長にとっては負担が少し減るの

かなと思います。 

 もう一つ、事務報告書の中に避難所開設

運営訓練というのが、水害と地震と二つに

分けて訓練をされたということでありま

すが、何か違いがあったのでしょうか。こ

の訓練内容についてお聞きをしたいと思

います。 

 それと、防災マップの作成につきまして

は、１０５自治会に対して５０自治会まで

出来上がったということで、約半分という

ことです。これからもそういった定着して

作成のほうを進めていただくよう要望と

させていただきます。 

 それから、防災士資格取得の件につきま

しては、理解をいたしました。高校生が一

人いらっしゃるということで、若い人の防

災士に大変期待をしたいと思います。今、

小学生でも防災士を受験する人がいまし

て、しっかりと子どもなりの目線で防災に

取り組んでいる子どももいるんですね。そ

ういう意味では、大人だけの防災士という

ことではありませんので、いろいろな世代

の方が防災士に関心を持っていただける

ようなＰＲをこれからもよろしくお願い

をしたいと思います。 

 それから、次、水みどり課の８番目の水

路台帳・水路網図の作成を３年間実施して

いくということでありましたので、３年間

でしっかり計画どおり進めていただくよ

う要望させていただきます。 

 ９番目の誕生植樹祭について、これは本

当に楽しみにされている方もいらっしゃ

います。おじいちゃん、おばあちゃんも一

緒になって来られていて本当にほのぼの

とした催しでありますので、またこういう

集まりができるように工夫をして継続を

お願いしたいと思います。要望とさせてい

ただきます。 

 それから、１０番目の公園遊具補修事業

につきましては、様々な地域の皆様からの

要望もあるといったお声でありました。た

だ、公園はどうしても球技をやりたいお子

さんもいらっしゃいますし、その辺の兼ね

合いというのがあるのかなと思うんです。

今回は庄屋公園のことを申し上げている

んですけれども、大きな公園の割には遊具

が本当に隅のほうに追いやられているよ

うな、なんかこれは公園と言うのかなとい

うイメージも持ってしまいます。特に公園

周辺に新しく住まれた方にとってはちょ

っと寂しい公園にも見えるのかなと思い

ますので、またそういったバランスもぜひ

ご検討いただければなと思っております。

これも要望とさせていただきます。 

 道路交通課におきましての交通安全啓

発事業で運転免許証を自主返納された方

へ自転車をお渡しする取り組みでありま

した。３７人の方に受け取っていただいて、

自転車生活を楽しんでいただけてるのか

なと思います。ここで一つお聞きしたいこ

とは、歩車分離の場合、自転車は何を優先

して渡っていいのか、渡ったらいけないの

かというのことです。ルールが私もよく分

からないところもあったりして、もうちょ

っと分かりやすく何か周知できる方法が
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あったらいいなと思っております。そうい

ったことを頭に入れておいていただきた

いなと思うことが１点と、それから高齢者

の移動手段で、便利に外出ができるように

してほしいというようなお話がたくさん

出ております。車に乗っていた方は、やっ

ぱり荷物を持って歩くという習慣があま

りありません。摂津市の公共交通機関の在

り方を考える際に、運転免許証を返納され

た方にバスとかに乗っていただいてどう

感じるのか体験いただくことも大事です。

車がなくても楽しく外出ができる、そうい

うことの体験で感じた意見を集めること

で、今後の市としての取り組みに活かされ

ると思います。移動手段としてデマンドタ

クシーがいいのか分かりませんけれども、

乗合バスみたいなことを摂津市に取り入

れたからといって、それがすぐに摂津市に

マッチするとは限らない、やっぱりそれで

失敗することもあると思うんです。それで

あるならば、今まで車に乗っていた人が、

運転免許証の返納後に移動はどうしよう

と思ったときに、バスなどに乗ってもらっ

て、そこで感じた意見をお聞きすることで、

今後の取り組みの参考になるんじゃない

かなと思います。ぜひご検討いただければ

と思っておりますので、これも要望とさせ

ていただきます。 

 それから、１２番目の阪急正雀駅前の道

路改良工事で、１０棟、１３人と１法人が

対象となっておられるということであり

ました。朝夕の通勤・通学時間はやはり本

当に人の往来が多くて、危ない状態であり

ます。これについては、一日も早く進むこ

とを願っておりますが、やはりそういった

用地についての丁寧な対応にしっかりと

取り組んでいただくよう、これも要望とさ

せていただきます。 

 １３番目の未就学児移動経路対策事業

についてでありますが、小学３年生の自転

車の練習とか、園児の歩道の渡り方という

ことをやってくださっているということ

なんですけれども、歩行中の交通事故の死

傷者は小学１年生が際立って多いという

データがありまして、交通事故総合分析セ

ンターがそういったことを分析をしてい

て、そういう傾向があるということなんで

すね。なぜそういうことが多いかというと、

要するに外歩きにまだ慣れていない子た

ちがどうしても判断ができず、親から離れ

て自分で学校まで歩いていく際に、まだ慣

れていない中で事故が起きてしまう、そう

いう傾向性というのが言われております。

もう一つは、小学１年ぐらいまでの子は、

興味があるものに集中してしまって大人

にとっては分からないような行動をした

り動きをする傾向があると。そこに加えて、

危険を認知する力というのはまだまだ乏

しい。子どもの特性をしっかりとドライバ

ーが理解して行動をすることがまた反対

に必要だということで、こういったことを

教習所なんかでも教えることというのが

重要じゃないかというようなことが書か

れてありました。摂津市にも教習所があり

ますので、その教習所を使って何か訓練で

きるような機会をつくっていただけたら

いいんじゃないかなと思ったりもします

ので、参考にしていただいて、これも要望

とさせていただきます。 

 道路管理課について１４番目のところ

であります。道路のパトロールの維持管理

について、いろいろ日々取り組んでいただ

いていることを本当にありがたいなと思

っております。円滑な交通を確保をするた

めに、道路の老朽化対策ということについ

てですけれども、令和２年度の実績につい
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てお聞きをしたいと思います。 

 それから、１５番目ですけれども、橋梁

長寿命化の修繕事業について、３か所の水

路と橋の修繕ということでありました。計

画的に橋梁修繕を実施していただいて、橋

梁の維持管理に向けてこれからどのよう

に取り組んでいかれるのかということに

ついてもう一回お聞きをしておきたいと

思います。 

 それから、１６番目の正雀本町２丁目の

道路床板修繕事業については理解をいた

しましたので、これは結構でございます。 

 それから、建築課におきましての１７番

目の多世代同居・近居支援事業、結構問い

合わせがあるんだなということを知りま

した。本当にこれからもっとこの制度によ

り、また若い人たちというのか、そういう

世代が転入してきてくれるきっかけとな

れば、高齢者にとっても安心な生活が維持

できるのかと思っておりますので、これか

らもぜひそういったＰＲをよろしくお願

いをしたいと思います。これも要望で終わ

ります。 

 １８番目、木造住宅の耐震診断について

であります。やはり低下しているとのこと

です。平成３０年度は地震とかもありまし

たので、意識が高かったのかもしれません。

やっぱり、フォーラムの開催は効果がある

のかなと思いますので、またこれからもそ

ういった実施ができるように努めていた

だければと思っております。これも要望と

させていただきます。 

 １９番目であります。モノレールのホー

ム柵設置に関しては、駅の高架化に併せて

一緒につけてよという本当に厚かましい

要望かもしれませんが、ぜひまた機会があ

れば要請していただければと思っており

ます。それも要望で終わらせていただきま

す。 

 以上です。 

○三好義治委員長 答弁を求めます。 

 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、福住委員の

２回目の市民税課に係るご質問にお答え

いたします。 

 市民税課における人材育成についての

考え方ということでご質問いただきまし

た。市民税課で起こりましたミスにつきま

しては大変申し訳ないということと、今後

このようなことがないようにチェック体

制を強化していきたいということは今ま

でも申し上げていたことと思います。その

中で人材育成についても努めてまいりた

いということについては、考えているとこ

ろではございます。その人材育成の考え方

でございますが、市民税課の仕事の中では、

やはり専門的な知識が必要とされる税の

業務と考えております。こういったものに

つきましては、やはり経験というものが大

きいと感じております。こうした経験の積

み重ねが大事であるとも思っております。

そこで、人材育成については、マッセＯＳ

ＡＫＡでの研修でありますとか、または民

間の住民税に関する研修というのが幾つ

かございます。その中で宿泊を伴う研修等

もございます。これは人事課で予算を上げ

ていただいて、その中で積極的に研修に参

加しています。その得た知識をまた担当課

で担当職員に引き継いでもらってローテ

ーションという形で、同じ仕事をしている

中でも細かく専門性の高い部分というの

はございますので、そういった中でローテ

ーションをしてお互いに知識を深めてい

く、高めていくことが重要で、そうした中

で人材育成を図っていきたいと考えてお

ります。 
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 以上でございます。 

○三好義治委員長 槙納部参事。 

○槙納総務部参事 それでは、ＲＰＡをこ

れから広げていく課題等についてのご質

問についてご答弁させていただきます。 

 令和２年度ＲＰＡの導入に当たりまし

ては、庁内で基幹系システムを利用する担

当者向けの研修を実施いたしました。今後、

ＲＰＡを扱える職員を育成するための研

修・教育に取り組むことが必要であると考

えられます。また、ＲＰＡを業務効率化の

一つの手法として取り入れることを各課

に検討いただけるよう、働きかけも併せて

進めていくことが必要であると考えてい

るところであります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 では、質問番号

５番の事務報告書５６ページにございま

す二つの訓練の違いはというお問いでご

ざいました。この５６ページには二つの訓

練を載せております。去年９月に行いまし

た、子育て総合支援センター遊戯室での水

害想定の避難の避難所運営、それともう一

つは、去年１１月の別府コミュニティセン

ターで行いました地震想定の避難所運営

の訓練でございます。この違いなんですけ

れども、まず防災の担当といたしましては、

水害想定の避難訓練のほうが比較的簡単

と位置づけています。その根拠なんですけ

れども、逃げてきていただく方にとりまし

て、リードタイムが水害の場合はあります。

危なくなる前に早めに避難をという呼び

かけの下に訓練ができるというところで

す。それに対して地震の訓練は、突然起こ

りますので、持ち出し品を用意しておられ

る方がおられればいいんですけれども、な

かなか用意を１００％しているわけでは

ない中での避難訓練となります。また地震

の場合は避難所となります公共施設につ

いて、職員のほうで安全確認をするという

時間がどうしても挟まってまいります。そ

ういう意味で、この二つの訓練は色分けを

行ったんですけれども、現実問題といたし

まして、なかなかコロナ禍での開催で長時

間の訓練はちょっと厳しいという制約も

正直ございました。その中で限られた時間

を有効に使うために、この二つともの訓練

は、もう避難所が開設されましたというと

ころからのスタートにさせていただいて

おります。したがいまして、正直なところ

それほど大きな訓練の違いというのはご

ざいませんでした。訓練の狙いは、コロナ

禍で３密を避けた形での避難所運営とい

うことでございます。来られた市民の方を

誘導するときに発熱の確認をしましたり、

また、ごみ箱を衛生的な状態で保つであり

ましたり、その辺は感染症対策に重きを置

きました避難所運営が実施できたところ

です。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは１４番目

のご質問で、円滑な交通を確保するための

道路の老朽化対策、これについての令和２

年度の実績についてのご質問にお答えい

たします。 

 本市では、道路の老朽化対策として、道

路補修事業において計画的な舗装修繕を

行っております。令和２年度は、事務報告

書２５５ページに記載のとおり、新在家鳥

飼中線や南別府鳥飼上線など計１８路線、

約２．５キロメートルの舗装修繕を実施し

ており、その全体の決算額は約１億６，７

００万円でございます。修繕箇所の決定に

当たりましては、５年ごとに国土交通省が



- 49 - 

 

示す舗装点検要領に基づいて点検を実施

しておりまして、舗装のひび割れ率やわだ

ち掘れの量から舗装の状態を評価してお

ります。この点検結果と路線の重要性や市

民の要望、道路パトロールの履歴などを踏

まえまして修繕箇所を決定し、計画的な舗

装修繕を行っております。今後も年間約２

キロメートルから３キロメートル、１億７，

０００万円を予算の規模といたしまして

修繕を実施してまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、１５番目のご質問で、橋梁

長寿命化修繕についての今後の取組計画

についてでございますが、国におきまして

も橋梁については重要な道路施設と位置

づけられておりまして、平成２６年度には

５年ごとの定期点検が義務づけられてお

ります。本市でも、同年から全橋梁の定期

点検を実施しておりまして、その結果に基

づいて計画的に橋梁修繕を実施しており

ます。また、一巡目の点検が完了した令和

元年度には、点検結果に基づきまして橋梁

長寿命化修繕計画の見直しを行い、橋梁の

ＰＤＣＡサイクルを確立いたしまして、予

算の平準化とコスト縮減を図りながら橋

梁修繕を実施しているところでございま

す。令和３年度におきましても２橋の橋梁

修繕を実施いたしますが、これにより定期

点検において修繕が必要と評価された全

ての橋梁修繕が完了することから、今後は

大きな修繕が必要になるまでに予防保全

型の修繕を行って、維持管理をすることで

コスト縮減を図りながら橋梁の長寿命化

を進め、持続的な橋梁の維持管理を実現し

てまいります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございまし

た。 

 それでは、市民税課に関わる２番目の質

問ですけれども、今回は数字の入力という

ところで、機械で計算処理されますが、そ

れを入力するのは職員になるかと思いま

す。そのチェックにおいても、なかなか完

璧とはならないというようなことがあっ

たのかなと思います。今回は大きな数字の

ミスだけになぜこういうふうになってし

まったのかと、もちろん関わっている方は

本当につらい思いをされているかと思い

ますが、間違われた相手にとっても大変迷

惑なことでもありますので、どうかそうい

ったことを今後も教訓にして精度を上げ

ていただくよう、要望とさせていただきま

す。 

 それから、４番目の質問の情報政策課に

関わるところで、ＲＰＡの導入ができて、

今後も人材育成に取り組んでいただくよ

うよろしくお願いをいたします。また、コ

ロナ禍においてテレワークやオンライン

会議というようなことがこれからもふえ

てくると思います。この会議なんかは特に

移動の時間がなくなったりすることでい

ろいろと効率が図れるかと考えますので、

コロナ禍が収束しても今後も適用される

会議がふえてくるかもしれませんので、業

務処理や管理など、こういったことにセキ

ュリティをしっかりしながらテレワーク

なんかも推進していただくことを検討し

ていただくよう、要望とさせていただきま

す。 

 次に、防災対策事業について、あまり違

いはなかったということでありました。水

害においてはリードタイムがある、地震に

おいては突然に起こってしまう、そういっ

た訓練をこれからもまた継続してやって

いただきたいと思います。本日は１１月５
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日、津波の日だそうでございまして、本日

は緊急地震速報訓練が午前１０時に実施

されることとなっていましたが、放送が予

定よりおくれてしまいました。だけど、よ

く考えるとこれが本当の緊急地震速報だ

ったらどうなったんだろうかと考えると

ころもあります。本日の教訓も一つは大事

にしながら、一方で、この緊急地震速報の

放送がやっぱりなかなか聞こえづらいと

いうお声をお聞きします。本日も聞いてい

てやっぱり分かりづらかったです。ただ、

新型コロナウイルス感染症の関連で放送

を流されていると思うんですけど、その放

送については割と聞きやすかったです。こ

れは放送の声が女性だからか、しゃべり方

なのか、何なのか理由は分かりませんけれ

ども、やはりもうちょっと分かりやすくす

ることも大事かなと思っておりますので、

どうぞこれからもよろしくお願いいたし

ます。 

 それから、１４番目の道路維持管理につ

いての補修について、ロゴフォームを活用

されるということと、パトロール等のこう

いった効率化も本当に役立っていったら

いいなと思っております。しっかりとこう

いった修繕維持に努めていただきますよ

うよろしくお願いをいたします。 

 それと、橋梁長寿命化の事業についてお

答えいただきましてありがとうございま

す。これからは予防保全型の修繕に移行し

ていくというお話でありました。道や橋が

遮断をされると市全体が分断されるよう

な、そんな事態になるのかなと考えますと、

やはり早め早めの点検・予防にこれからも

どうぞよろしくお願いをいたしまして、私

の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○三好義治委員長 次に、藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、財政のことです。全般についてで

すけれども、これは令和２年度に開催され

た予算審査の本委員会で、戦略的な予算だ

なということで述べた記憶があります。高

齢者から子どもまでを含めた社会保障が

始まりましたが、具体的には、介護保険料

の軽減策であるとか、就学前教育の無償化

であったりとか、子育て世帯の支援などが

地方創生の下で全世帯型社会保障として

本格的に始まりました。また、本市におい

ては、ちょうど行政経営戦略策定の費用が

計上されましたし、また鳥飼まちづくりグ

ランドデザインにも着手をしたというこ

ともありました。また、シティプロモーシ

ョンの取り組みも本格化していったとい

うことから、そういう意味で私は戦略的な

予算であったと位置づけをして、皆さんと

共有をさせていただいたと思っているわ

けですけれども、いよいよそれが決算を迎

えまして、令和２年度の当初の中期財政見

通しですと不足額は８億２，１００万円と

いう不足額だったわけですね。ところが決

算を終えますと、１１億１，０００万円の

基金の積み上げということになりました。

また、経常収支比率も９５．８％というこ

とで、３．３ポイント改善したということ

でございますので、これらの経緯と経常収

支比率も含めて担当課としては全体的に

どのような評価をされているのかという

ことを、１点目にお伺いしたいと思います。 

 それから、２番目に森林環境譲与税につ

いてです。決算書では３０ページ、本市は

６８１万８，０００円ということになって

いますね。ちょうど今イギリスのグラスゴ

ーで第２６回の気候変動枠組条約締約国

会議が開催されていますけれども、この森
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林環境譲与税は令和元年から創設をされ

ている税です。平成３０年５月に成立をし

た森林経営管理法を踏まえて、パリ協定の

枠組みの下における我が国の温室効果ガ

ス排出削減目標の達成、また災害防止等を

図るための森林警備等に必要な地方財源

を安定的に確保する観点から、この森林環

境税が創設をされました。そして、使い道

も公表する必要があるということになっ

ていますけれども、本市は令和元年度分は

公表されていますけれども、令和２年度で

はまだこれは公表されていません。使い道

について、当初のときには各課に公募を行

うというふうにも言われておりましたけ

れども、結果どうであったのか、そういう

ことをお答えいただきたいと思います。 

 次に、３番目、市立集会所管理事業です。

これは先ほど来質問がありまして、この令

和２年度の決算概要では５０ページに載

ってます。この６００万円の予算に対して、

修理件数４３件ということでございまし

た。もう少し具体的なところで、どのよう

な修繕をしたのかお答えください。 

 次に、４番目、ＦＭ推進事業について、

これは先ほど質問がありまして、令和２年

度で改訂されました。これについては、こ

の計画の中に公園・ちびっこ広場が入って

いないということを随分以前からも申し

上げてきました。これは非常に大事だと思

うので、ぜひ含めるべきだということを申

し上げておきたいと思います。それで、先

ほどの答弁で２０２０年からこの検討が

始まるということで、特に三宅柳田小学校

区、それから鳥飼小学校区に古い建物が多

いですね。なので、先ほどもヒアリングを

したりとかいろいろ始まってますという

ことでございました。これはしっかり進め

ていっていただきたいのと、進行をしっか

りすることが大事ですので、計画を作られ

るのは非常に上手ですけれども、これを進

めて、チェックをして改正していくという

ことはなかなかあまり上手にはできてお

りません。しっかり注視していますので、

これは本当に頑張っていただきたいと思

っています。私がＦＭ推進事業で特に注目

をしているのは、職員の管理スキルを向上

させていくということです。これは一方で

すごく重要だなと私は考えています。管理

できる人材の養成というのは非常に重要

でありますので、令和２年度における職員

向けの施設管理者のための研修会の開催

経過、どのようなものをされたのかという

ことについてご答弁いただきたいと思い

ます。 

 次、５番目は情報化推進事業について質

問しようと思いましたが、先ほど質問があ

りましたので、少し触れるだけにしておき

ます。ＲＰＡを導入されたということと、

デジタル化が進んでいってますから、デジ

タルガバナンス計画ですか、これに基づい

て電子申請を進めていかないといけない

というのが喫緊の課題だと思います。テレ

ワークやらまたＷｉ－Ｆｉの管理など

様々にあると思います。そして、ＡＩがこ

れからはやっぱり導入されていくんだろ

うと思うんですね。だから、ＡＩについて

もしっかり検証していただいて、時代の流

れに合わせてどんどんＡＩを導入してい

ただけるようにお願いしておきたいと思

います。以前の議論の中ではＡＩ－ＯＣＲ

のことについても議論させていただいた

ことがあります。これは議会も絡んできま

すけれども、議事録を起こす方法なんかも

以前には随分説明いただきました。これは

日進月歩で恐らくどんどん進んでいる、向

上されているんだろうと思うんですね。な
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ので、そういうことも槙納部参事が中心に

なっていただいて、どんどん情報を提供し

ていただいて、各課がそういう情報の下に

ＡＩなんかもどんどん導入できるように

頑張っていただきたいということで、これ

は要望としておきます。 

 次、５番目です。防犯カメラ設置事業に

ついて、先ほどこれも質問がありまして、

リースが３０台ということでしたが、これ

は随分効果が上がっているのではないか

なと思っています。私も安まちメールを登

録していますが、送られてくるメールの内

容で、ひったくりというのは最近少なくな

ったなと感じています。それに代わって、

特殊詐欺が非常に多いなと思うんですけ

どね。そういう意味では、防犯カメラによ

って軽犯罪とかいろいろな面で効果が出

ているんだろうと思うんですけれども、担

当課としてこれについてどのように評価

されているのかについて、まず１回目にお

聞きしておきたいと思います。 

 それから、６番目ですが、千里丘三島線

東側の拡幅の件ですけれども、これも先ほ

ど質問がありまして、令和２年度での実績

等については分かりました。その上で、先

日の野口議員からの一般質問でもありま

したけれども、千里丘三島線の道路につい

て、千里丘ガードの北側にある大阪高槻京

都線からは大型車が入れなくなっている

んですね。大型車の規制がかかっています。

南側からは行くことができます。それとも

う一つは、香露園１号線という道路がある

んですけどね。これは千里丘三島線と平行

に走っている道路ですけれども、ちょうど

香露園の交差点から柳田橋のほうに行く

その柳田橋の手前のところを左に曲がり

ますと、香露園１号線です。これは規制が

かかっていませんので、大型車が通れるん

です。この道路は、子どもの通学路であっ

たりとか、人の往来も非常に多いというこ

とで、地域から車の重量規制をかけてほし

いという要望が出ています。そして、その

ことを私も実は令和元年１２月の本会議

で質問させていただきました。そのときの

答弁では、千里丘三島線がどんどん拡幅さ

れる中で、警察と交渉していきますという

答弁をもらいました。なので、令和２年度

でも当然交渉が進められたと思うんです

けれども、警察との交渉についてどうだっ

たのか、経過を教えていただきたいと思い

ます。これは、６番目です。 

 それから、７番目、狭隘道路整備事業で

す。私、毎回取り上げて質問させていただ

いておりますけれども、決算概要では、１

２２ページ、１，５０７万円に対して執行

率は９９．１％、令和２年度での実績につ

いてまずご答弁いただきたいと思います。 

 それから、８番目、未就学児移動経路対

策事業、これも先ほど来質問が上がってい

ますので、その中で今回はハンプが設置を

されました。４か所ということで先ほど答

弁がありました。ハンプをつける、つけな

いという話は以前からありまして、豊中市

が早くからハンプをつけていたので、ハン

プを見に行きましょうと誘われて行った

りとか、担当課も見に行かれていました。

今回初めてハンプがつけられたというこ

とで、私は注目をしています。ハンプの設

置について摂津市では初めてなので、これ

が問題なければ他の道路にもどんどん設

置されるんだろうなと思っているわけで

す。設置をされて、その後、経過を見られ

る中で、担当課としてどんな評価をされて

いるのか。最初は音がうるさいから駄目で

すとか、担当課としてはこれまでいろいろ

言われてましたが、今回設置してどうだっ
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たのかということについて教えていただ

きたいと思います。 

 それから、９番目、さっきもありました

震災対策推進事業です。耐震診断の関係で

すけれども、これは７８２万円の予算に対

して、執行は９２．１％ということになっ

ています。先ほどありました耐震診断、こ

れは５万円ですね。それから、耐震設計が

１０万円、それから耐震改修工事までいく

と７０万円、除去は４０万円、そしてシェ

ルターを設置すると４０万円という補助

になっていたと思いますが、令和２年度で

それぞれの実績がどうだったのか。それか

ら令和７年度がこの住宅・建築物耐震改修

促進計画の最終年度なんです。それで、住

宅の耐震化率の目標は９５％となってお

ります。今、令和２年度ですと一体どれぐ

らいのパーセントになったのかというこ

とについてお答えいただきたいと思いま

す。 

 それから、１０番目、開発指導・確認経

由事業について、これは決算概要では１２

８ページに載っていますが、まず１回目に

令和２年度での概略で結構です、実績を教

えてください。 

 次に、１１番目、公園維持管理事業につ

いて、これは決算概要１３０ページにあり

ます。公園をずっと管理されているという、

令和２年度ですけれども、各公園に設置を

されているトイレの管理状況について実

態を教えていただきたいと思います。 

 それから、１２番目、自主防災組織支援

事業、これも先ほど質問がありました。令

和２年度での執行率ゼロで、これはどこも

自主防災訓練をしなかった、できなかった

ということですよね。今年度もできないと

ころがほとんどではないかなと思ってい

ます。だから、今年度も執行率はゼロに近

い、そういうことだと思うんですけれども、

この自主防災組織による訓練というのは、

これまでやってきた中で、硬直化というん

ですか、ワンパターンといいますか、だん

だん来る人が固定化されているというこ

とが言われています。今回はコロナ禍でで

きなくなった。決算なので本当は令和２年

度のことについて聞かなあかんのですけ

ど、さっきもう令和２年度のことを聞かれ

てしまったので、その上に立って今後再開

するに当たって担当課としてはどう考え

ているのか聞かせてください。 

 それから、１３番目、防災対策事業です。

決算概要では１３８ページ。この中に災害

対策調査委託料があります。それから、表

示板製作委託料というのがあります。また、

防災士取得費用助成金、これは先ほど人数

について１２人という答弁がありました

けれども、その制度と仕組みについてまず

答弁いただきたいと思います。 

 次、１４番目、同じく防災対策事業につ

きましてですけれども、先ほどもありまし

た鍵ボックスを全小・中学校に設置をされ

たということですけれども、これは２年計

画でやられたということになると思いま

すが、初年度に設置をされた場所について

お聞きします。それから、第２回の摂津防

災サミットが開催されるということにな

っていましたけれども、これはコロナ禍で

できなかったですよね。その辺のことにつ

いて１回目にご答弁ください。 

 次に、１５番目、同じく防災対策事業の

中で今度はＳＯＳ避難メソッド、これは当

初予算のときはなかったのに突如として

発表された計画だったんですけれども、ち

ょうど６月議会の最中に発表されまして、

慌ててそれを一般質問に加えた覚えがあ

ります。そのＳＯＳ避難メソッドの取り組
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みについて、まずお答えいただきたいと思

います。 

 それから、それに併せて、三島地域で広

域避難計画の策定を目指されました。何度

か会議もされて、これは進んでいるんだろ

うと思っているわけですけれども、これも

総括的に併せてご答弁いただきたいと思

います。 

 それから、最後、１６番目になります。

これは新地方公会計制度について、これも

平成２８年度に国からの通知があって、そ

の後につくっていると思うんですね。令和

２年度の決算審査で、いろいろとやりとり

をする中で、これを分析して、そして公表

できるようにもっていきますとかいろい

ろ答弁をもらっているんですけれども、令

和２年度の決算なので、令和２年度での取

り組みについて教えていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 それでは、質問番号１番、

財政全般、全体的な担当課としての評価に

ついてでございますけれども、まず市税収

入ですが、令和２年度は前年度に比べて約

３億円減少となっておりますけれども、令

和２年度におきましては想定していたほ

どの落ち込みはなかったものと捉えてお

ります。また、法人事業税交付金や地方消

費税交付金が増加となっております。さら

に臨時財政対策債や減収補てん債などの

発行によりまして財源を確保したことも

ありまして、令和元年度に引き続き財政調

整基金を取り崩すことなく黒字を確保す

ることができたと考えております。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染

症が市民生活に大きな影響を及ぼすこと

となったことから、一般会計では１２回に

わたる補正予算を計上して支援策を講じ

てまいりました。例年にはない経費の支出

も多数ございましたけれども、最終的には

財政調整基金を取り崩すことなく黒字決

算とすることができたと考えております。 

 次に、質問番号２番の森林環境譲与税の

令和２年度の使い道についてであります

けれども、令和２年度の森林環境譲与税の

使い道といたしましては、決算概要の３９

ページに記載をさせていただいておりま

すように、特別支援教育推進事業に３３０

万円を充当して活用をしております。この

内容といたしましては、障害児の個々の状

態や特性を踏まえた指導を行うための適

切な環境整備としてカームダウンスペー

スの整備を行ったものであります。そのほ

かにもシティプロモーション推進事業と

しまして、大阪銘木団地で木をテーマとし

た循環型社会の体験等のイベントへの活

用というのを予定はしていたんですけれ

ども、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため令和２年度のイベント開催につい

ては中止をしております。令和２年度に活

用できませんでした残額の３５１万８，０

００円につきましては、財政調整基金に一

旦積立てを行いまして、後年度の森林・木

材関連事業に活用してまいります。 

○三好義治委員長 溝口課長。 

○溝口資産活用課長 それでは、質問番号

３番の市立集会所管理事業におきます修

繕の具体的内容についてのご質問にお答

えさせていただきます。 

 集会所の修繕につきましては、先ほど４

３件という件数を答弁させていただいて

おりますけれども、具体的に主なもので申

しますと、スロープ設置の修繕であったり、

照明器具の修繕、これはＬＥＤ化にしてい

る修繕でございます。また、誘導灯の修繕
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や段差解消修繕、また床の修繕等を実施し

ているものでございます。 

 続きまして、ＦＭ推進事業、４番目の質

問でございますが、人材育成の内容の研修

についての質問でございます。令和２年度

の実績で申しますと、施設点検研修を実施

しておりますが、こちらにつきましてはパ

ソコン上で動画を流しまして、そちらで研

修を実施したということでございますコ

ロナ禍の状況で３密を避けるために人が

集まっての集合研修については見送った

ということでございます。今後も引き続き、

それぞれ作っております公共施設の維持

管理マニュアルであったり施設点検の手

引き等を利用いたしまして、個々の人材の

能力向上に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 それでは、５番

目のご質問にお答えいたします。 

 防犯カメラを設置して犯罪件数はどう

なったのかというところを総括的にとい

うことでございます。防犯カメラを摂津市

が初めて設置したのは平成２５年度でご

ざいました。以降、防犯カメラを増設して

まいりまして、今年度予算を頂戴いたしま

して２０台プラス、水みどり課所管の分の

５台について、防災危機管理課へ移管され

ましたので、防災危機管理課所管分といた

しましては１３５台が現在稼働しており

ます。犯罪件数の推移を見ましたら、おお

むね２年ごとにざっくり申し上げますと、

平成２６年度の犯罪件数が市内で１，３７

１件、これが平成２８年度には１，０４７

件、平成３０年度には８２０件、令和２年

度には５７０件と、半分以下に低下してお

ります。全て防犯カメラによる抑止力かと

いいますと、これは因果関係がそこまでは

っきり証明できるものではないですけれ

ども、犯罪抑制に防犯カメラが一定寄与し

ていると考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 永田部参事。 

○永田建設部参事 それでは、藤浦委員の

千里丘三島線及び香露園１号線について、

大型車の規制にかかるご質問にお答えさ

せていただきます。 

 令和２年度は、千里丘三島線の道路改良

事業におきまして、千里丘駅南交差点の交

差部、角地になりますが、暫定開放をして

おります。暫定開放をする前に、摂津警察

には一定交差点部の横断歩道のたまり部

分で歩行者の安全確保が取れますので、こ

の状態で大型車規制の解除が可能かどう

か協議させていただきました。ところが摂

津警察からは、まだ歩道の改良工事という

のが完成形ではないため、完成後の交通状

況を見た上で判断するという回答を得て

おります。 

 次に、香露園１号線ついてです。千里丘

三島線の状況とは別に香露園１号線につ

いては、周辺にある運送会社などの状況を

見た中で判断するということでございま

す。現在のところは、規制についての進展

はまだ見えない状況になっています。ただ、

茨木市側のほうに大型車が出入りする倉

庫がたくさん建ってきているような状況

もあります。その部分について、運送する

車両等がふえてくる可能性もございます

ので、その辺は注視して検討はお願いして

いるところではございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 井上課長。 

○井上道路管理課長 それでは、私のほう

から、７番目のご質問の狭隘道路の令和２
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年度の執行率９９．１％の中で令和２年度

の実績についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 令和２年度の狭隘道路整備事業は、狭隘

道路の後退整備をいただいたところの助

成金、つまり狭隘道路整備助成金と狭隘道

路整備検討業務委託の二つがございます。

このうち狭隘道路整備助成金につきまし

ては、助成金件数を当初５件、予算にいた

しまして５００万円を見込んでおりまし

たが、結果的に１０件、このうち２件が２

００万円を超える大口もございまして、結

果的に９４８万３，０００円の助成額とな

りました。これにつきましては、予算の流

用もさせていただいた上で、全体といたし

ましては執行率が９９．１％となったもの

でございます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 永田課長。 

○永田建設部参事 それでは、８番目の未

就学児移動経路対策工事でハンプ設置に

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。 

 担当課の評価はというところでござい

ますが、設置場所については委員がおっし

ゃるように４か所で、鳥飼西１丁目、４丁

目、鳥飼下２丁目、３丁目となっておりま

して、ハンプの構造部は、すりつけ部が２

メートル、平たん部分が３メートル、また

下りのすりつけ部が２メートル、こぶ状の

凸部で１０センチ盛り上げる、そのような

構造になっております。通過する車両は一

時的に押し上げるもので、事前にこれを見

たドライバーが速度を落とすことを狙っ

ている構造となっています。 

 現場の設置前と設置後の計測をしてお

ります。その計測結果としましては、平均

速度では、ハンプありの場合が２７キロほ

どの時速のところがハンプなしの場合３

８キロ。ですので、施工前のハンプなしで

は３８キロの平均速度を確認しておりま

す。ハンプ設置後の状況では平均速度２７

キロということで、約１１キロの速度抑制

が確認されております。また、騒音と振動

に関しても、設置後と設置前ではさほど変

わらない結果となっております。よって、

速度抑制に対しては効果を発揮するもの

だと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 それでは、質問番号９

番、震災対策推進事業の耐震に関わります

令和２年度の実績ということのお問いに

ついてお答えいたします。 

 まず、耐震診断補助金交付状況等は事務

報告書２４６ページに記載のとおりでご

ざいます。耐震診断補助金につきましては

１０件、耐震改修補助金につきましては９

件でございまして、そのうち耐震改修に関

わります部分、設計・工事の部分が３件で

ございます。建て替えを選択された除却と

いうほうが６件でございます。あと、ブロ

ック塀等撤去補助金が令和２年度は７件

という状況になってございます。 

 耐震化率の部分でございますが、こちら

のほうについては、先ほど委員がお示しを

いただいている内容で、今２期目の耐震改

修促進計画を進めさせていただいている

中で令和７年度に９５％という住宅の耐

震化率の目標を設定いたしておりますが、

令和２年１２月末現在で、８６．０％とい

う状況でございます。 

 続きまして、質問番号１０番目の開発指

導確認経由事務事業の令和２年度の実績

というお問いでございます。こちらにつき

ましても事務報告書のほうで２４７ペー
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ジから２４８ページにかけまして、実数、

申請であったりだとか、交付させていただ

いている事務の内容につきましては記載

をさせていただいているところでござい

ます。一例を申し上げますと、建築確認申

請経由事務でございますが、年間を通して

３４０件の取り扱いをさせていただいて

おります。それと、摂津市開発協議基準に

基づく開発行為でございますが、非住宅・

住宅を合わせて３２件という状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 それでは、水みどり

課に関する質問、１１番目の決算概要１３

０ページ、公園維持管理事業における各公

園でのトイレの管理実態についてお答え

いたします。 

 まず、市内のトイレの状況でありますが、

市内の都市公園４２か所のうち、トイレが

設置されている公園は２８か所ございま

す。そのうち令和２年度時点でありますが、

１８か所で洋式化が完了しており、さらに

洋式化のうち身障者の方が利用する身障

者用及び多目的トイレは５か所ございま

す。これらのトイレの維持管理につきまし

ては、シルバー人材センターへの業務委託

により行っております。その内容でござい

ますが、公園等日常点検業務委託による日

常点検において、排水管の詰まり解消、バ

ルブやタンク、手洗い用蛇口等の簡易修繕、

落書きの消去、照明ランプの取り替え等を

行っており、さらに公園施設に係る除草清

掃業務委託においては、トイレの清掃及び

トイレットペーパー等の消耗品の補充を

行っております。また、日常点検で確認さ

れたり、日々寄せられる利用者の方からの

情報提供の中で簡易修繕が困難な場合に

つきましては業者へ修繕発注を行い、機能

回復、保全に努めております。 

 令和２年度における主なトイレの修繕

箇所としましては、嘉円公園、ゆりのき公

園、昭和園第１公園におきましてトイレの

洋式化を行っております。また、嘉円公園

では、外部から利用者の姿が見えないよう

にするための目隠し板の設置を行ってお

ります。今後も利用者が自由に快適で安全

に利用することができるよう、きれいで清

潔なトイレを維持してまいります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 川西課長。 

○川西防災危機管理課長 それでは、質問

番号１２番でございます。自主防災組織支

援事業でございます。自主防災訓練につき

まして、去年とそれから今年もなかなか厳

しいという状態で、課としてどういうふう

に考えているのかというところでござい

ます。率直に申しまして、非常に残念だと

感じております。その理由は、コロナ禍に

なる前にワンパターンの訓練というふう

にいろいろご指摘もございまして、我々は

平成３１年度当時にいろいろと地域に働

きかけを行い、新しい取り組みが広がって

きておりました。具体的に言いましたら、

例えば三宅校区でしたら震災の反省会を

みんなで輪になっていろいろ意見を出し

合う、反省点を出し合うという手作りの作

業をされたり、また千里丘小学校区では、

実際に明和池の貯水槽の水で炊き出し訓

練をしてみようでありましたり、また柳田

小学校区では避難所運営として、例えば下

半身けがや発熱と記載したゼッケンを付

けて避難所の運営を自分たちだけでやっ

てみようという訓練をされていました。そ

ういう中でコロナ禍となり、活動が途絶え

たというところを非常に残念に感じてお
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ります。 

 今後、課としてどうしていくのかという

お問いに対しては、これからコロナ禍の状

況が落ち着いて、また来年、再来年と訓練

が開催されたときには、特徴的な訓練をさ

れているところは、ほかの自主防災会の役

員もぜひ見学に来てくださいという呼び

かけを行う予定です。一番皆さんに広がる

方法としては、ほかの校区、ほかの地域が

やっている訓練で特徴的なところを役員

の方に見ていただいて刺激を受けていた

だく、これは必ず必要だと感じております。

その中でも特に柳田小学校の校区でやら

れた、避難所を実際に自分たちだけで回し

てみようという訓練、これは非常に注目を

しております。ここは、ほかの校区でも広

がるように働きかけてまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、質問番号１３番でございま

す。防災士資格取得補助の仕組みというお

問いでございました。この制度なんですけ

れども、一人でも多くの市民の方に防災・

減災など地域防災力の牽引役になってい

ただきたいという願いを込めまして、防災

士の資格取得に関する経費を半額補助し

ようと、最大３万円までの範囲内で半額補

助させていただく制度でございます。なお、

この補助金を受け取られた方は必ず摂津

市の防災サポーターに登録いただいて、摂

津市に何かあったときのためにお力を貸

していただくという約束の下に交付させ

ていただいている制度でございます。 

 続きまして、質問番号１４番でございま

す。鍵ボックス、令和２年度はどこに設置

されたのかというお問いでございます。つ

けたのは小・中学校１５校全てにつけまし

た。 

 続きまして、質問番号１５番でございま

す。ＳＯＳ避難メソッドの取り組みを総括

的にということでございます。この柱は水

害時の広域避難というところと、逃げおく

れたときのために何か避難所を新たに握

っておくというところでございます。 

 まず、ＳＯＳ避難メソッドがスタートい

たしました後、防災危機管理課としまして

は市内の法人を回らせていただいて、三星

ダイヤモンドほか６社と防災協定を新た

に結びまして、避難スペースとして確保さ

せていただきました。また、広域避難のと

ころはまだ具体的にはなかなか難しい状

態でございまして、今の状態では他市への

近隣の安全な地域への縁故避難というと

ころの呼びかけにとどまっております。 

 また、三島地域広域避難検討ワーキング

グループの取り組みというところのお問

いでございます。これは第１回の会議が開

催されましたのは、令和２年２月１７日で

ございます。その後、計５回の会議がござ

いました。５回目が令和３年の３月の末に

あったんですけれども、まだ広域避難の具

体的な避難先であったり、避難のルートで

ありましたり、移動手段でありましたり、

そこが具体的にまだ定まっていないとい

う状態でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 森川課長。 

○森川財政課長 質問番号１６番、地方公

会計制度の令和２年度分の取り組みにつ

いてであります。地方公会計制度におきま

す財務書類といたしましては、貸借対照表、

行政コスト計算書、純資産変動計算書、資

金収支計算書がございますが、これら財務

書類の作成に関しましては、決算年度の翌

年度末までに作成、更新を完了するように

国より要請がございます。令和２年度分に

つきましては、令和３年度末までをめどに
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作成を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○三好義治委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 答弁ありがとうござい

ました。それでは、順番にいきたいと思い

ます。 

 まず、１番目の財政のことについてであ

りますけれども、当初はコロナ禍でない段

階でこの予算を組み始めて、それからコロ

ナ禍となり、その影響があったけれども黒

字で終えることができましたということ

でございました。しかも、基金も１１億１，

０００万円の積み増しということになり

ましたよね。経常収支比率も９５．８％に

改善をしています。これは４年ぶりに改善

しました。どうもいろいろあるようなので、

もろ手を挙げて喜ぶようなことではない

ように思いますが、この９５．８％になっ

た捉え方ですね。なぜそうなったのかとい

うことについて一度ご説明いただきたい

と思います。 

 それから、２番目に臨時財政対策債につ

いてですけれども、当初はゼロで計上され

ていました。ところが、決算では２億６，

０００万円になったということで、また一

方で、減収補てん債については借換債分だ

け見られていましたけれども、今回はこの

枠が広がったということで補正をされて

おります。どうも減収補てん債は今年度に

限って少しいつもとは違う扱いがあった

ということです。コロナ禍の関係で拡大さ

れたということがあって、今回枠が広げら

れたということだそうですけれども、この

辺も併せて減収補てん債のことについて

一度ご説明いただきたいと思います。 

 それから、中期財政見通しについてです。

これはさっきも言いましたね、平成３０年

度の決算後に予算編成の中でもらう中期

財政見通しでは、令和２年度の予算の見通

しが、財源不足として８億２，１００万円

だったんですね。令和元年度決算を受けた

後に、令和３年度予算のために中期財政見

通しを見ますと、今度は１４億１，０００

万円の財源不足になっていました。今度は

令和２年度の決算を受けて、実際のところ

は１１億１，０００万円の積み増しという

ことになりましたから、この差は２５億円

になるわけですね。なぜこうなったのか、

一遍聞いておきたいと思います。 

 次に、２番目の森林環境譲与税について

ですが、見落としていて勉強不足でしたけ

れども、決算概要に載せてあるということ

で、各市のものを見てもこれは公表されて

います。基金積立というのは非常に多くて、

なかなか有効な活用ができてないなとい

うふうに思いました。摂津市は残念ながら

山がありませんので、どんなふうに使って

いくのかなということを非常に注目して

いたんですけれども、令和元年度の分は保

育所で木を使ってもらうのに使用したの

と、あとは積み立てをしていますけれども、

先ほどの令和２年度分については一部障

害者の分に使ったということです。私が言

いたかったのは、工夫をしていただきたい

ということです。山がない本市は、一体何

に使うんだということになるので、公共施

設で木を使うということばっかりを探す

のではなくて、いろいろなものに使えるよ

うに工夫をしてくださいということを言

いたかったわけですけれども、いろいろ工

夫をされつつあるということで、これは評

価したいと思います。もっと私がイメージ

したのは、林野庁のホームページの中では、

都市住民の森林・林業に対する理解の醸成

や山村の振興等につながることが期待さ

れるということで、植林体験みたいなもの
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でもいいようなことが書いてあるんです

ね。だから、市民にとって大きく寄与でき

るような、プラスになるように意識が醸成

するような、森林のことを体験できるよう

なことも含めて今後も何か親子で森林体

験とか、近隣市との提携でやるとか、何か

できるのであれば楽しい取り組みもぜひ

考えていただきたいなということで、これ

は要望しておきたいと思いますね。 

 それから、市立集会所の件ですけれども、

令和２年度は５０か所でしたが、一つ廃止

されました。残りの４９か所は結構老朽化

している中で６００万円という予算は非

常に少ないなと思っています。本当に耐震

性の際どいのもたくさんあるんですけれ

ども、公共施設等総合管理計画の中では、

昭和５６年以前の旧耐震基準によって設

置をされたのは１８施設あるとなってい

ますね。そして、そのうちＩｗ値というの

が０．７以下というのを見ますと、１２施

設ぐらいありますね。中には０．１５とか

いう非常に低いものもありましたけど、そ

ういう非常に緊急性の高そうな施設も混

じっているということで、これは計画でい

うと令和１１年度までに対応を決めてい

くとされています。統合されるとか、閉鎖

されるとか、いろいろな方針を決めていく

ということですけれども、それはそれで計

画どおりやっていかれたらいいと思うん

ですけど、緊急性のあるものについてはや

っぱり早急にこの耐震をするということ

についての検討をしないと危険ではない

かなと私は思います。そういうことについ

てどのように考えられているのか、応急処

置として耐震をしないといけないものが

あればやっぱりすべきだと思います。 

 もう一つは、稼働率の低いものについて

は閉鎖を検討するということですけれど

も、第４５集会所が閉鎖をされまして、現

状はそのままですけどね、しばらくは置い

ておかれるということになるんだろうと

思います。こういうものも今後どういう扱

いになっていくのかということと併せて、

２回目にご答弁をお願いしたいと思いま

す。 

 それから、ＦＭ推進事業についてです。

人材育成についてしっかりお願いしたい

と思います。どんどんやっぱり積み重ねて

いくことが大事だと思いますので、これは

資産活用課の方にしっかり意識を持って

いただいて、進めていっていただきたいな

と思います。これは前にも言いましたけど、

建物管理をするのにいろいろ資格がある

んです。国家資格なんかを取るというのは

なかなか難しいと思うんですけど、そこま

でいかなくても、例えば庁内の中でＦＭに

対して資格を創設するとか、研修を受ける

中でリーダー格をつくっていくとかね、そ

ういうことも考えていけば、研修をするに

も励みになるのではないかと私は思って

いますので、こういうことも一遍検討いた

だきたいと思っています。このことについ

ては要望といたします。 

 次、５番目ですね、防犯カメラについて。

先ほど軽犯罪の数字を挙げていただきま

したけれども、これは非常にいい結果に結

びついていると思います。これは、まさに

防犯カメラの効果ではないかなと私は思

うんですね。令和３年度では２０台増設を

するということで、これは警察からの要請

があったからだということで私は認識し

ています。やっぱり、ある程度この摂津市

も、防犯カメラは要るんだという信念とい

うか、そういう思いを持たないとあかんと

思うんですね。摂津市は、確かに小さいま

ちといえども防犯カメラがまだ少ないと
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思うんですね。安全・安心を大きく打ち出

していくということですから、担当課とし

てどれぐらい必要だと思われているのか。

それから、緑の基本計画では公園にも防犯

カメラを設置していくということになっ

ています。現在、設置しているのは、三島

公園、それから三宅公園にはもともと整備

のときにつけました。だから、そこ以外は

全然ついてないんですよね。これもやっぱ

り犯罪を防ぐという意味では大きく効果

があると思うんですけど、こういうものも

含めて設置が必要だと思いますけど、担当

課の意見を聞いておきたいと思います。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午後５時   休憩） 

（午後５時１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 質問の途中ですが、本日の委員会はこの

程度にとどめ、散会します。 

（午後５時２分 散会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 総務建設常任委員長 三好 義治 

 

 

 総務建設常任委員 福住 礼子 

 


